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7

セ
ン
ト
凶
同
四
し
丈

↓
八
歳
以
上
一
ハ
五
夜
半
南
の
既
婚
y引
の
一
?
で
、
児
高
が
い
る
立

名
や
対
象
ピ

υ

て
一
〔
J

。
午
に
行
わ
れ
た
叫
音
一
ド
悲
ワ
う
、
旧
山
主
席
待
会
1
h
y
t

と
そ
の

相
川
型
を
分
析
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
司
査
に
よ
れ
ば
、

全イ司、活'1が

判
六
ヘ
し
パ

l
セ
〆
L
l
で
非
?
川
市
に
高
か
℃
だ
り

精
件
ML
暴
h
u
、
三歩

イt

類
型
別
の
虐
行
い
J
Y

は、

訪
日
寸
力
、

比
以
任
の
駒
川
叩
一
に
ー
向
か
っ
た
の



，;~~ 

}
家
十
一
町
内
長
刀
絞
害
者
に
対
す
る
ー
支
援
の
問
題

家
区
内
宗
十
ん
被
害
容
の
悦
議
・
支
援
は
、
必
一
家
児
川
1
λ
f
υ
J
ど
子
附
す
る
こ
と
、
い
叫
す
ご
に
先
生
し
た
ま
古
一
応

A…
景
方
的

ゴ
問

唱
は
・
支
採
す

7T
〕
こ
に
よ
へ
き
イ
分
け
ん
れ
る
。
第
に
、
{
氷
山
崎
山
什
某
々
の
防
止
ド
ド
つ
い
し
は

通
市
に
対
す
る
辺
氏
の
正
?
酬
を
一
同
i
さ

ぜ
る
こ
と
、
家
氾
弁
暴
力
力
的
暁
に
叶
け
ず
る
実
能
認
査
を
行
い
正
常
や
攻
策
の
効
呆
を
検
討
し
、

記
巾
久
な
均
台
仁
は
法
体
厚
手
一
改
け
す
ゐ

こ
し
え
寸
に
よ
っ
て
京
頃
山
一
忍
々
を
防
止
し
、
被
古
の
先
生
会
予
防
，
す
る
ハ
「
止
が
あ
る
n

ま
た
、
川
川
捺
の
は
な
が
ら
、
家
庭
内
暴
力
を
『

間
明
い
先
日
~
ず
F
O
ご
と
も
非
市
山
一
γ
m
f

要
で
あ
る
に
家
山
町
入
山
川
暴
力
は
絞
れ
し
山

L
C
パL
生
す
ふ
特
俄
ド
あ
る
と
め

早
期
い
発
見
し
て
被
古
石

を
い
何
一
種
し
、
被
己
蓄
が
何
び
絞
っ
円
売
一
又
け
な
い
仁
、
つ
に
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い

4
の
:
ー
と
は
、
斡
h
F
の
表
凶
暴
力
防
止
及
び
被
己
苫

日
開
設
等
に
山
す
る
法
律
第
四
条
の
取
か
ら

に
、
系
出
山
一
州
市
ャ
バ
の
波
つ
!
V什
が
刑

一
明
、
第
九
条
の
=
現
時
十
で
定
め
ら
れ
て
い

ydc
わ

下
手
紙
き
い
お
い
て

次
的
松
市
I

b

F
て
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
被
エ
苫
の
一
一

i
l
i
-
-

〈
仁
会
わ
斗
て
支
援
ム
ゲ
ヂ
る
こ
と
寺
が
あ
る
二

れ
と
の
関
係
で
は
、
家
出
暴
れ
つ
防
忙
位
ぴ
被
ち
苔
保
誌
等
l
関
す
る
ム
出
作
第
四
条
の
川
一
泊
以
ー
は
、
被
究
告
に
対
す
る
相
談
、
保
設
弘
一

ぷ
の
誌
供
、
支
援
サ
ー
ピ
ス
、
時
ハ
窓
口
目
、
U

役
割
等
を
定
め

L
Yゐ
一
一
千
円
醤
は
、
家
版
山
山
口
主
力
、
け
彼
心
主
本
一
保
設
・
よ
採
す
る
際
、
ハ
ヘ
J
h

せ
な
い
も
の
で
あ
る
じ
こ
こ
ず
は
、
家
庭
内
黒
力
被
害
#
の
川
町
議
・
支
援
を
J

守
押
す
る
仁
あ
た
っ
て
パ
じ
品
川
町
内
問
起
を
検
討
す
る
、

ま
ず
、
!
記
第
一
の
誠
一
吉
子
防
じ
同
係
す
る
牛
よ
い
の
認
識
じ
つ
い
ご
述
べ
る
こ
、
ぷ
志
川
一
票
心
力
?
で
、

配
偶
者
一
按
ん
と
児
主
巴
待

ア
メ
1
F
カ
の
調
査
研
川
ん
に
よ
れ
ば
、
方
法
上
の
主
宍
は
あ
る
が
、

約
一
コ
3

五
ペ
ゾ
パ

i
k
/
卜
の
J
M

で
廷
で
、
配
偶
者
暴
力
と
ほ
し
室
戸
川
悼
の
発
生
子
市
複
す
る

2
報
み
さ
れ

は
頻
繁
一
い
行
わ
れ
、

し
か
も
苛
海
)
て
発
刊
す
る
け
J

J

白
け
が
白
い

J

円
本
の
場
合
は
、
約
六

パ
ー
ヒ

/

P
の
来
日
必
内
、
思
々
が
重
保
し
て
/
れ
わ
れ
た
と
報
青
弐
れ

幹
回
の

uZEは
、
家
庭
内
暴
力
の
占
複
先
生
に
関
す
る
刊
の

」

d
t
r
は
行
わ
れ
て
い
な
い
戸
、

ば、
λ
日午

μ
悼
の
!
ハ

被
害
者
同
一
九
七
〆
タ
!
の
山
町
談
品
川
に
い
丞
ワ
い
て
家
出
山
口
w
h
の
霊
碑
状
刈
を
推
定
し
士
資
以
内
に
よ
れ

m
間パ

1
セ
ン
?
で
血
似
芯
暴
力
と
市
川
市
上
山
待
ー
と
が
重
俊

L
て
先
生
し
て
い
ん

ア
ィ
リ
カ
で
は
、

査
県
内
暴
力
被 保

:)lii;、法学¥(i:i ¥2-278) 日制 〆201:L7 I 



豆
い
ヰ
ア
の
保
護

本
庭
川
一
一
誠
心
肢
と
若
い
の
援
助
に
対
寸
る
州
市
T
Jが
4
宅
に
主
ん
で
お
リ

U 
4人

を
把
握
1

戸

の
ず
人
め
に

は
、
市
一
氷
志
内
各
J
J
の
ゑ
」
浪
乃
小
川
宇
の
川
川
合
が
時
折
牛
、
怖
さ
礼

1
い
る
)
〕
か
し
、
蛇
河
で
は
、
配
偶
yv
恭
力
と
m
h
t

一
白
早
川
恒
待
が
重
複
目
指
t
f

す

る
う

i
ス
の
公
的
私
人
一
ー
羽
r

荒
川
や
河
達
制
交
が
あ
ま
り
む
わ
れ
て
い
な
い
〉
例
え
は
、
韓
同
一
久
性
京
成
部
の
全
国
家
庭
世
人
態
刈
去
は
、
配

偶
者
内
暴
ハ
'
と
に
童
虐
待
そ
れ
ぞ
れ
の
発
ペ
オ
ー
と
法
化
」
苅

L
仁
川
川
官
す
る
川
口
け
じ
、

州
4
刊
の

J
+

車
線
発
刊
の
円
能
川
い
は

E
J川
L
」
い
な

い
n

沼
田
の
全
阿
児
童
虐
作
現
況
以
告
者
て
も
、
児
童
保
待
の
全
能
と
被
古
児
童
の
吋
伎
が
分
析
さ
れ
一
し
い
る
が
、
配
偶
語
暴
力
が
存

んル」
9
る
一
ぶ
棋
に
お
い
て
、

児
声
出
円
待
発
引
の
有
恥
…
千
家
庭
内
田
市
川
の
霊
碑
売
ヰ
傾
げ
に
均
し
一
{
、
は
、

リ
パ
伝
的
に
吾
泣
き
れ
て
い
な
い
。

[
た
が
コ
て
、
京
山
位
向
込
力
の
酎
複
九
元
パ
ー
の
可
能
川
山
ト
い
問
問
し
て
は
、
中
に

k
注
の
川
」
投
下
列
を
分
析
L
L
h
-
v
h
干
の
研
究
に
北
ヴ
い
て
、

家
庭
内
暴
川
ハ
ソ
の
重
複
命
生
半
が
い
間
同
い
レ
/
杭
主
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

米
山
山
内
は
力
の
長
叩
複
発
バ
ー
の
可
能
仕
を
認
古
川
し
、

つ
の
犯

出
ふ
一
見
つ
け
れ
場
台
、

犯
罪
が
史
、
一
見
し
に
ノ
¥
い
家
庭
内
暴
川
り
の
早
期
先
見
l
h
hい
に
斗
一
L
J
k
m
b

他
の
犯
尽
の
育
つ
叫
…
ふ
り
品
三
i
f
る
こ
と
は
、

わ

I~ 

ぞ
れ
に
も
治
、
J

わ、フ
UT
、
-
一
戸
の
明
い
を
み
る
と
、
崎
判
例
で
は
家
佐
山
川

μ力
の
手
復
発
ペ
ー
が
玉
大
な
問
題
と
?
〕
戸
、
認
識
さ
れ

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

て
い
L

ハ
ホ
い
と
推
測
さ

ιる
J

品
外
国
の
州
市
九
仁
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
犬
、

米
政
で
暴
力
が
存
在

1
る
こ
他
の
類
刊
の
挺
々
も
uu
在
す
る
吋
詑
】
刊
が
高
い
y

い、っし一事

。
六
を
勘
案
す
れ
ば
、
当
該
!
単
位
い
の
い
飢
一
い
若
に
民
勺
て
状
況
問
予
キ
安
施
す
る
こ
と
に
は
、
問
訟
が
あ
る
と
巴
わ
れ
る
一
ぷ
九
が
っ
て
、

暴
力
が
会
バ
ー
し
た
家
出
に
お
い
て
、
仙
の
知
引
の
z
m
h川
被
害
者
が
有
有
す
る
可
能
性
が
あ
る

F

一
三
主
バ
誠
す
べ
主
一
で
あ
る
こ

r
叫
ん
刊
、
幹

国
内
{
氷
海
刈
暴
力
事
ν

ゃ
っ
ち
一
、
公
的
除
却
U
T
介
入
し
て
い
ふ
が
川
恨
の
約
ヘ
ペ
〉
パ
ヒ
、
ノ
ト
ド
「
十
人
に
よ
る
を
へ
の
暴
行
一

じ
ふ
め

2ω
。

し
か
し
、
こ
の
渇
ゃ
に
お
い
て
、
斗
校
長
料
の
奈
川
好
に
児
卒
が
い
る
と
き
は
、
叩
山
間
半
臼
暴
力
と
と
も
に
阪
童
虐
待
が
発
生
す
る
可
能
社

川
係
者
は
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。
ぷ
佐
内
弘
力
は
、
日
探
打
点
し
て
発
刊
す
る
た
め
、

カ
あ
る
こ
と
を
念
訊
に
直
川
亡
、

でもペ
U
A
v
v
h
」
げ
円
十

く
犯
罪
被
害
の
半
主
を
見
つ
げ
て
犯
罪
を
松
絶

L
、
紋
汁
+
t
U
4一
支
出
流
、
す
る
こ
と
日
子
、
紋
E
刊
の
泉
小
化
の
た
め
~
一
以
J
4
3

ム
ヘ
沼
で
あ
る
l
L
肝
心

取人法羊) fi3 (2--27:n ~:日 r2(ll':L 7 J 
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わ
れ
る
c

本
医
内
兵
一
方
に
幼
果
的
に
対
拠
す
る
た
め
に
、
家
財
怯
の
川
に
あ
る
暴
力
，
出
待
の
全
体
像
を
訓
握
し
、
直
切
な
川
、
応
を
す
る

必
要
が
あ
る

見
早

対

iL 
苦
し

苛学
吉

λ 
1" 
若
し
しt

10 
純1，"J 
非，+. ，1 
M、
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ゴ
問

ま
た
、
問
主
に
対
す
る
位
素
的
な
巨
体

/r為
が
な
い
均
p

げ
で
も
、
家
」
)
に
の
よ
)
に
明
鎖
的
な
集
凶
に
お
い
て
附
偶
u
f
の
州
で
暴
々
が

発
生
し
た
場
介
、

そ
の
悪
影
響
は
、
配
偶
者
だ
け
ト
及
ぶ
の
刊
は
な
い

J

す
な
わ
ち
、
家
な

~η
暴
力
を
い
口
口
革
す
フ
ヲ
)
と
は
、
児
童
に
い
何

し、

ヰ
グ〉

殺
か
ら
直
終
的
な
出

UhL71け
る
こ
と

こ
の
半
ハ
み
を
踏
ま
三
人

ヤ
甲
戸
待
の
窃
止
片
十
仁
詩
す
る
い
侍
い

J

治
二
条
同
市
九
は
、

児
市
戸
待
の
ぷ
子
t

日
ケ
聞
が
同
]
府
ず
る
ず
水
川
二
一
幻
ゾ
ノ
ν

配
偶
梓
仁
川
副
パ
ヲ
る
弘
力
で
の
伯
の
児
童
に
有
し
い
心
部
れ
な
作
%
を
与
え
る

2
3却
を
一
灯
、
つ
こ
と
」
と

定
義
し
、

同
ん
主
忠
は
の
範
囲
に
尽
巾
が
同
居
し
て
い
る
家
庭
で
川
紀
偶
省
に
対
す
一
品
目
併
刀
を
感
り
込
ん
で
い
ぜ
ふ

枝
一
円
の
U
ん

L
少
し
、

声
福
祉
法
第

又
は
三
官
JZA川
江
川
江
主
性
ふ
l
H
A
q

る

条
匹
市
川
一
日
い
沼
声
点
ハ
守
を
ー
に
設
苔
を
λ

一
己
む
一
成
人
h

よ
り
氾
童
の
綻
康
・
」
悶
祉
を
士
バ
し
、

お
そ
れ
が
あ
る
身
体
的
角
川
納
的
性
的
暴
力
又
は
も
町
行
為
吐
ぴ
児
童
の
保
設
告
に
よ
る
遺
烹
及
び
枕
ド
」
と
た
主
?
〕
、

本
の
よ

ス
ノ
手
」
、

門
川
口
が
い
同
一
目
す
る
家
庭
に
お
け
る
配
偶
者
に
対
す
る
去
り
が
児
立
占
白
川
に
寸
凶
作
」
す
る
と
は
明
碍
に
規
{
手

J

て
い
な
い

上
コ
山
の
お

の
f
I
に
悶

L
、
家
庖
h

内
暴
力
の
被
巾
十
三
芭
に
対
寸
る
文
様
の
問
耳
目
の

つ
は
、
関
係
隊
問
の
協
刀
の
ど
小
怖
を
あ
る

J

ーや水

淀
川
暴
ん
に
河
係
す
る
機
河
、

U
1
H
m
E
F
X
Z丈
駁
ヒ
ン
タ
}
、
川
出

4TM仕
際
関
及
び
コ
ミ
ェ
一
テ

f
の
緊

す
な
わ

tJ
設
内
所
、
韮
一
『
祭
、

密
な
協
力
と
辿
キ

J

は
、
被
告
苦
円
以
干
打
点
・
支
持
の
と
め
に
汗
不
要
で
あ
る
サ
ー
す
な
わ
ち
、

川
叫
一
家
機
関
こ
民
間
間
判
明
の
協
力
一
い
よ
一
ハ
て
、

害
者
を
支
援
す
一
ゐ
際
ド
先
生
J
7
ふ
同
家
除
却
の
人
均
・
市
政
的
恨
芥
ド
小
山
収
さ
れ
る
つ
被
告
お
の

次
的
被
害
え
γ
J
h
y
予，

F
る
た
め
の
支

リ
え
を
川
山
d

ゃ
れ
ん
問
閣
だ
け
が
打
、
っ
こ
ー
ー
に
は
、
以
界
が
あ
る
の
問
問
d
式
d

機
閣
と
日
山
間
炉
問
調
と
の
協
力
に
よ
り
、
法
廷
工
ス
「
一
]
}
、

K
j
1
4
活
動
、

午
心
療
去
市
均
等
の
叶
ど
ス
を
提
供
す
れ

Mmh
発
沖
す
る
ヘ
山
・
川
州
政
訂
以
「
干
の
羽
田
唱
を
貯
え
じ
き
る
ο

ま
去
、

山
湖
係
機
湾
内
協
力
に
よ

り
、
出
家
機
関
の
支
持
#
受
ワ
ノ
れ
な
い
被
出
苔
の
支
山
地
誌
が
可
能
ー
と
な
る

問
え
ば
、
円
わ
匡
の
犯
罪
救
出
話
料
議
1
M
に

t
る
L
L

、
数
百 波



さ
こ
川
手
4
7
が
A
A

婦
へ
事
実
ー
の
給
版
関
係
人
r

む)、

同
夜
干
以
内
の
祝
民
、
〕
司
活
競
技
関
係
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
被
害
芸
技
済
主
り
支

給
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
た
め
、

家
吃
刊
一
品
J
F
の
い
民
主
口
事
引
は
}
一
円
前
す
ら
で
き
な
レ
ペ
ヨ
{
イ
ホ
機
別
に
ふ
る
減

2
4オ
フ
λ

銭
ー
吋
佼
は
む
が
u
i
r
治

h

す
で
、
又
援
も

川
一
で
終
わ
る
埼
込
け
が
大
部
一
げ
で
あ
る

被
害
者
の

-
l
ス
ド

民
間
際
司
じ
は
裁
と
竿
が
あ
ゐ
止
め

持
;Mt: 
j) 

な
す
..1.，-， 

T友

も

μ 

月E
レ tれし
dル島

/cl 

る日一こ

合
わ
せ
て
支
援
す
る
こ
と
が
と
き

家
M

叶
ヘ
句
足
力
の
被
害
指
を
保
共
?
支
援
す
，
A

》
際
、
制
什
吋
戸
川
将
司
の

協
力
は
h
L
F
伐
閣
の
欠
点
や
補
t

ん
し
、
シ
ナ
ジ

l
法
県
本
創
出
す
る
等
の
ド
町
一
引
が
あ
る
n

各
地
吋
閣
の

て
牧
市
街
れ

J

松
宮
円
か
ム
り
回
復
し

小
川

χ
ご
め
る
と

mM
わ
れ
る
の

一

j

ミ
、

:
ェ
一
九

d

一

l

宇

J

汁

f
M
な
状
能
、
に
い
恥
れ
る
よ
う
ト
総
合
川

と
こ
ろ
が
特
刊
で
は
、
こ
の
よ
う
な
附
係
筏
問
問
じ
の
協
川
が
ハ
々
に
完
坑
さ
れ
て
い
な
い
〈
ぶ
見
山
門
込
刀
の
被
存
者
を
保
護
支

媛
L
9
白
た
小
川
、

協
ャ
バ
L
9
ベ

J
d

円
で
あ
る
関
係
絞
山
川
し
仁
の
出
持
が
土
手
く
で
き
て
い
る
か
百
か
に
関
す
る
訓
査
で
は
、

い
い
え
」
と
川
答

ー
に
刻
云
か
お
八
八
パ

i
J
プ
川
で
あ
う
た
コ
そ
の
逝
山
間
と
し
て
一
他
の
山
料
開
と
の
公
式
的
連
携
が
行
わ
れ
亡

v

な
い
こ
と
、
ー
出
帆
関

間
の
坪
解
か
不
足
し
て
い
る
こ
L
P

」
が
タ
グ
く
挙
げ
ア
れ

ま
た
、
懐
古
者
支
提
七
、
ノ
タ
;
と
刑
事
川
}
問
機
関
と
の
連
挺
以
況
に
つ
い

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

て
は
、
依
存
語
文
悦
セ
ン
々
ー
と
検
察
と
の
泌
階
的
は
ヒ
ヂ
く
で
主
て
い
る
が
、
宏
明
設
判
所
と
の
辿
携
が
れ
払
剖
で
あ
る
と
さ

被
'
戸
〆
P

又
採
E
~〆
タ
r

こ
警
也
市
‘
裁
判
吋
の
協
刀
悶
係
を
山
同
化
す
る
た
め
に
は
、
被
害
さ
J

人
採
ー
セ
ン
タ
の
似
立
科
キ
川
聞
記
す
ベ
ェ
さ
で

あ
る
{
建
叶
内
犯
山
訂
い
と
z
t半
/
i
A
M

怯
七
、
〆
夕
、
は
、

4
1

に
検
出
で
い

L

久
二
子
に
、

i 

所公
属目

(/) 

、.'-'...

1、校
1;:， :-:.r: ~t) 

J 担

問
1司

わ

て
ヱ凡

以又

~ 

宍

主L

犯
罪
被

τ
Zよ
又
長
セ
ノ
タ
ー
の
事
務
室
も
、
約
二
九
パ
セ
ン
ト

こ
れ
は
、

犯
罪
被
市
一
r
老
支
回
収
七
ン

タ
と
枯
い
察
a

裁
判
叫
と
力
協
力
JLγ

自
害
す
る
夜
間
刊
に
な
っ
て
い
る
と
凹
い
わ
れ
む

取人法羊)fi3 (2'-28:~1 ~:17 r20]'). 7 J 
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グ
ノ
メ
ド
ノ
カ
の
グ
リ
ー
ン
ブ
ァ
ク
・
ィ
ニ
シ
ア
一
ア
イ
ブ

(
Z
2
5
r
c
c
r
E
E
E
2
1
政
策

ゴ
問

(

)

ゲ

ペ

叶

i
ン
ブ
y
ク

-
f
-
一ン
7

フ
ゴ

の
品
円

ι一川
A

ゲ

j
i
ン
ブ
ヴ
ム
ソ
‘
イ
一
↑
シ
ア
7

ィ
プ
は
、
問
主
立
コ
勺
H
4
d
4
m
J

コ
4
2
2
C
Z
5
円v
C
5
2
2
p
d〉

c一ミヌハレ対日ズ一円
J

T

一一
L
t
c
一つ勺内スローに吋
A
h
E
F
L

(UFE乙
5
0
1
p
v
吋
ぎ
一
三
;
z
L
t
E
Z
n
n
v
{
/
家
百
内
印
私
刈
お
よ
か
児
市
巨
待
に
対
す
る
対
果
的
な
介
人
一
政
汲
お
よ
び
究
施
ガ
ノ
ド
-
ブ
ノ
f

〆
、
以
じ
は
グ
り

l
ン
ゾ
ノ
ク
と
呼
ぶ

の
昆
祢
で
あ
り

つ
V

ビ
コ
B
2
月/、

5
-
3日
、
{
ふ
Mq
山
門
誌
力
〆
ー
と
児
甫
虐
符
ト
取
り

川
相
む
一
汗
機
関
に
、

D
1
と
市
川
ノ
甫
点
待
が
電
後
発
牛
し
た
火
ャ
庭
に
対
処
、
す
る
た
め
の
紋
土
門
在
所
己
し
た
も
の
じ
一
め
る

f

ア
メ
リ
ー
カ
で
は

九
七
、

γ子
代
か
ふ
現
主
ま
C
名
付
訟
の
わ

V
間
選
法
が
制
定
さ
れ
ク
に
き
た
が
、
て
れ
以
一
日
は

D
V
い
閃

L
一
¥
そ

の
日
的
や
方
誌
に
応
じ
γ

司
令
均
台
も
あ

/
J

た
刻
も
ん
ぱ

子
三
一
3

1

)

宇
刊
行
じ
政
判
一
H
は

八
二
口
一
主
の
ブ
ラ
ツ
に
リ
ー

大二

は

相川い↓レーゾ七戸
J

同
一
じ
ア
%
を
身
体
的
に
懲
戒

f
る
ム
ロ
坪
的
権
問
が
あ
り
、

そ
の
場
合
夫
は
不
、
氏
な
暴
力

J、、
吋

《

} 

" F→ 
坤
r 
吋

{イ

れ
な
、
と
と
の
判
決
か
一
ド
J
J
A九
、
か
万
二

八
七
六
ふ
の
7

ノ
ル
刀
ム

事
件
で
「
卜
λ

が
妻
J
Y

身
体
的
に
治
枝

す
る
-
k
f

は
認
め
ら
れ
な
い
L

f

ち
れ
、
そ
の
役
、

一
八
仁

~ω十九
f
h
一
九
円
こ
八
年
ま
で
い
く
つ

3r
の
州
で
ま
じ
だ
す
る
累
ん
を
ピ

す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
ナ
っ
そ
れ
じ
も
か
か
わ
ム
ず
、
啓
一
祭
ヤ
法
封
ぃ
ノ
わ
批
判
田
川
は
、

人
拐
の
ザ
一
ソ
イ
パ
シ
7

会
侵
害
す
べ
き
ご
は
な
し
と

の
♂
向
か
ら
口

l
b一
枚
邑

L
、
多
殺
の
ハ
U
V
被
古
円
以
性
た
ち
は
刑
事
j
法、ン
λ

マ
ム
の
援
助
手
一
」
h

討
さ
札
だ
と
訴
ス
た
こ

1
1
し
、
ヘ
)
j

J

J

f

i

L

 

ノヰか
h

りい苅
L

王
ウ
ム
L

y

J

ミ
一
一
ズ
ム

運
動
は
、
剛
山
fh
れ
た
女
叫
ー
の
官
民
J

拐
~
出
向
ニ
ぢ
足
立

2
2
2
r

を
え
c

ウ
か

け
と
し
て
、
全
米
で
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
た
女
吐
ん

L
が
緊
急
に
澄
楽
す
る
こ
と
が
む
き
る
シ
ー
ル
タ
l
M
r
開
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
け
、

木
絡
的
に

D
V
河
川
起
に
取
り
組
む
よ
、
つ
い
に
な
っ
た
n

ま
た
、

名
州
に
お
い

C
も
、
ぺ
い
を
引
で
し
、

九
九
四
年
的
犯
芯
汚
J
H
訟
の
北
川

続
と
し
て
ア
久
件
に
対
す
る
暴
力

j

禁
止
法
f

〈

5
H
2
2
〉

E
E
E
君。何回

ght巳
J

」
が
成
立
し
、
こ
の
法
律
に
志
づ
い
て
T

メ
り
カ
-
4
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邦
政
市
は

ぶ一札川的

t
D
γ
防
ド
ム
政
渋
?
と
っ
た

J

こ
れ
に
主
り

州
こ
こ
に
相
注
の
あ
っ
た

D
V
防
l

政
ぬ
や
絞

J

;
色

r一
J

u
i
r
m
r
fす
と

二
ー
ペ
か
川
ユ
帽
に
な
ワ

ア
メ
ザ
カ
M
h
J

川
町
童
虐
げ
を
対
F

常
が
岳
山
女
な
問
題
、
こ

L
て

一h
A
六一ハ

γヰ
“
九
九
N
h
b
T
あ

こ
の
吋
則
か
ら
児
草
J
T
川村

h

〉

t

b

T

d

ド

u

l

の
γ

川
何
物
こ
ー
で
附
す
る

P

「
こ
か
ら
離
れ
亡
、

児
童
ト
校
々
な
惟
刊
を
与
え
、

巴仕
V
S
れ
た
巴
叩
を
保
共
m

・
支
援
す
る
万
策
が
与
や
さ
れ
い

た
n

そ
し
亡

し
児
中
小
計
祉
施
設
会
開
ぶ
し
た
が

プ
ぞ
の
の
弘
，

L
二

q
i
一

l
i
F
内
ト

こ
れ
に
は
統
洋
が
な
か
っ
た

U

連
邦
民
的
は

U

児
童
虐
作
及
び
ト
グ
レ
ク

(
r
m
Z
E
5
R
H
{

〔
ソ

m
R
2
2
H
(
一己へ一〉
rpFI何
百
三

阿見ね

]R丘
二
日
叫
す
る
ふ

R
f
J
タ
I

2
2叫
『

門

戸

ぐ

Aυ
ド
h
r
Z
)

を
武
宮
し
、

こ
の
よ
う
か
仙
沼
存
を
将
て

D
V
と
円

児
童
虐
待
仁
川
刈
し
、

総
ム
的
、
統
一
的
に
対
U
U

し
於
吟

軍
長
待
に
日
刈

L
て
統
的
な
対
策
T

4
て
る
よ
う
↑
な
っ
た
、

7
メ
リ
カ
で
は

九
九

C
'色
村
山
ー
か
ら
D
Y
V
と
泡
車
主
主
寸
が
は
の
米
厄
で
一
桜
山
山
市
仁
発
生
し
、

両
者
は
唱
和
接
合
関
係
に
あ
る
こ
と

ド
よ
く
ル
指
摘
さ
れ
る
よ
、
つ
に
な
っ
た
カ
i
h
y
i

は、

D
v
v
と
氾
巾
ム
ニ
可
に
対
て

つ
の
家
出
」
内
い
暴
力
「
か
勺
一
社
す
れ

(
(
一
足
立
《
ベ

J
}

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

ば
、
位
の
札
前
ア
一
の
暴
力
が
存
自
す
る
可
詑
性
が
司
ロ
τ
に
品
、
v

，r
丸
、
〕
げ
に
い
門
学
昆
が
配
偶
す
の
慌
の
暴
力
を

H
学
予
三
ん
衝
撃
は
、

「
山
刀
ふ
り
宥

接
的
云
十
添
わ
り
を
一
λ
け
る
こ
こ
に
品
常
に
類
似
す
る
」

ζ

込
べ

ア
メ
リ
カ
の
制
山
中
保
点
機
関
は
分
一
川
の

川
町
立
「
が
致
命

企
J
o
h

」

的
な
傷
お
そ
ぞ
け
た
止
γ

れ
た
の
迎
。
パ
3

ヤ
〉
ト
に
は

D
V
か
F

ザ
引
}
た
と

m
m
Eし
た

U
U
7
虐
待
レ
一

D
Z
の
問
問
係
及
び
同
品
川
一
虐
待
を
誘

品~ー一
d
J
Q

更
何
?
し
て
の

D
V
2不
要
性
一
い
つ
い
、
は
、
「
応
険
7
d
時
涜
の
ほ
童
研
究

(
Z
E
L
〈
戸
広
三
門
信
仰
F

M

】

E
門

2
1
一
る
と
泊
ヒ
て
砕
認

C
主
る
。
カ
ル
一
/
に
基
づ
い
て
調
配
を
よ
六
摘
し
た
ス
一
グ

i
ク

の凶州介
t
u

と
は
、

'」怜
h
f川
、

U
パ

と
フ
ク
ラ
フ
ト

明

←守

町

+
甲
山
戸
佐
川
及
び
ネ
グ
レ
ク
ト
を
坪
山
と
し
て
病
た
に
来
る
う
l
ス
の
う
ち
同
五
パ
セ
ン
ト
の
ケ
ー
ス
の
抗
古
者
は
、
事
に

ι暴
力
を
ふ

マ
Q

J

と
恨
山
1J
た
り
ま
た
、
町
偶
者
暴
力
が
充
半
し
た
訴
震
は
、
出
向
高
尽
力
が
光
生
し
な
か
っ
た
ず
か
也
、
と
比
較
し
て
に
首
位
符

先
生
率
が
H
V

刊
は
氾
上
向
か
2

た
と
耕
作
さ
れ
て
い

児
一
明
戸
待
ー
と
D
u
v
の
正
認
は
、
り
九
台
談
、
山
市
、
女
什
心

の
仔
に
当
か
る

取人法羊)fi3 (2--21<n :l:l;) r20]'). 7 J 
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裁
判
所
、
町
室
。
京
か
収
支
援
険
関
の
泊
域
で
次
第
に
主
更
に
な
コ
て
い

に
こ
の
ぶ
つ
に
b
u
h
J
禿
止
し
た
家
庭
で
出
ん
の
Y

虐
待

ν一ム復

J

先
生
、
す
る
可
ぺ
1
M
M
がすリ
j
¥
川
幸
は
ち
一
く
の
河
川
並
闘
を
け
パ
っ
て
い
る
た
め

総
合
的
な
討
策
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ア
メ
}
カ

ゴ
問

て
は
、
こ
の
け
と
刷
仁
対
応

i

一
ヲ
る
た
め
に
ク

7
i
シ
7

〆
ケ
ノ
政
恭
が
伝
場
す
る
よ
つ
に
な
っ
七
。

一
一
)
グ
リ
ー
ン
ブ
ン
ク
政
策
の
戊
止
一
法
科

ア
メ
リ
カ
て
は
、

川
ご
と
に
法
律
や

1
4
V
と
児
童
虐
待
に
対
応
ず
る
h

仲
間
以
明
閣
の
理
念
や
事
門
川
一
ょ
が
止
な
り
、

J

さ
A
h
一

υ
技

F
る
阻
怖
に
日
れ
け
た
被
山
百
苔
清
却
の
出
J

日
柏
村
北
筏
を
め
ぐ
る
高
官
牒
ー
も
山
町

J

繁
に
発
中

L
Lに
こ
の
上
、
つ
な
田
川
ー
ハ
加
は
、

υ
L
被
存
者
投
ぴ

um主
主

待
朴
問
主
T
4
n
を
相
以
肋
ヲ
る
怒
↑
年
μ
ムレ
f

一
な
る
た
め
、
各
山
間
照
的
協
点
は
不
可
欠
と
あ
っ
た

L
か
し
、
虫
、
な
る
司
的
、
副
作
主
、
業
得
、
体

制
弘
リ
ご
関
係
終
問
の
迫
陪
怖
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
ご
い
な
、
v

竹
内
祝
右
指
摘
さ
れ
て
い
た

そ

L
一
¥
ニ
れ
ふ
き
っ
か
け
に
存
機
関
の
協

力
の
卜
に
以
童
虐
/
勺
被
害
者

-
D
V
依
存
告
を
共
に
す
ほ
す

F
Y
と
を
川
口
県
川
、
ν
た
稔
合
的
な
凡
策
を
品
工
、
、

以
童
相

祉
機
附
内

D
V
故
主
苫
支
持
機
院

コ
ミ
コ
二
ノ
ペ

l

等
か
一
一
J
心
に
、
家
佐
川
引
?
て
℃
U

凡
力
が

L

円
?
波
発
r

J

)

た
ド
ル
ム
円
、
機
関
闘
の
品
力
を
昆

J

た
効
ル
対
的
な
支
持
を
行
、
っ
こ

r
が
強
判
例
さ
れ
た

J

そ
こ
で

L

L

¥

、

7
7
/
司

i

主
院
内
口
万
三
M

に
叫
す
る
適
切
な
対
ょ
ん
の
た
め
に

D
V
-
川川

十
甲
虐
待
の
内

d

叶
イ
{
氷
か
ら
仙
川
ぼ
さ
れ
た
「
少
宇
・
家
吃
裁
判
所
裁
判
冶
〈
ム
ヨ
委
託
公
へ
戸
己

5
2
(一2
2
2
7
L
〕
己
点
ロ

LmkEJLHJEJ-7可

C
E
2
7身
内
?
以
へ
で
は
い
h
c
J
F
C
~
L
)
呼
ぶ
っ
一
が
設
け
ら
れ
た
〉

N
C
J
V
C
J
は、

ま
ず
裁
川
汁
所
や
社
会
信
祉
紋
別
、
日
一
日

泊
、
行
機
喝
、

-
J
L
被
古
苔
文
援
機
川
判
、
了
会
干
の
多
殺
な
件
前
ヨ
か
ら
成
り
リ
っ
た
委
口
会
全
創
設
し
、
人
間
の
↓

つ
つ
伺
の
炉
問
刊
〈
つ
口

グ
ラ
ム
の
申
か
h
v

沼
別
し
た

五
包
の
プ
ロ
ザ
ノ
ブ
ム
の
山
一
討
を
ま
と
的
た
。
こ
れ
が
一
九
宍
八
咋
に
品
川
ん
ノ
ド
さ
れ
た
「
炉
二
二
一
》

〈
凶
乙

2
2
F
H
Z話回口問

3
c
m
E
H
E『

C
川町
)
5
2
E
出

o
F
2
5年同日
H
B
n
E
L
E
D
(
家
佐
内
込
力
.
設
ら
れ
た
舟
P
J
の
た
め
の
ブ
口

で
あ
る
そ
れ
に
続
き
、

N
C
J
F
C
j
山
旧
共
判
-hγ
寸
引
ノ
巾
摂
社
流
出
、

D
V
松山
E
V台
支
援
磯
山
内
、
川
以
邦
機
関
、

γ
会
の
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専
門
家
か
ら
な
る
委
員
会
を
抗
生
?
い
ふ
7

C

こ
の
委
員
会
が
一
九
九
九
年
に
は
ω
ノ
付
し
ず
人
ち
の
が

。山

台
ム
め
乙
)

ー
グ
リ
〆
プ
プ
ク

」

ゲ

ペ

叶

i
シ
ブ
y

ク
政
/
来
門
戸
存
山
花
?
/
一
均
八
け

出心中恒団刻川…山山引利、

D
V
被
害
者
支
援
除
剤
、

一
氏
当
事
仕
に
お
け
む
刊
与
の
連
絡
を
通

L
↑
¥

凶
々
の
家
意
均
暴
力
事
u

刊批判叶ァ川は、

に
見
合
つ
一
た
没
叫
州
委
一
し
、
で
き
る
だ
け
日
く
被
古
者
会
ん
庶
民
一
ん
か
ら
枇
わ
ι

な
け
れ
ば
な
わ
な
い
巳
ア

1
1
ン
ブ
y

ク
政
策
は
、
家
事
内
門
誌

力
の
品
川
パ

L

山
者
に
刈
1J
て
そ
れ
ぞ
れ
支
援
を
行
っ
て
さ
だ
石
川
市
川
河
が
、
協
ん
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
ご
悼
ん
忠
告
の
安
、
合
1
7

揺
を
口
三
押
す
F
O
た

め
に
式
同
の
努
刀
を
す
る
内
に
大
売
な
意
義
が
あ
る
ま
た
、

グ
リ

l
〆
プ
ツ
ク
政
誌
は
、
不
庭
内
暴
力
被
害
者
え
浅
の
関
係
有
に

υ

V
と
氾
巾
ー
虐
待
が
正
惚
し
て
党
主
す
ゐ
吋
能
性
が
あ
る
と
い
う
認
設
を
高
め
、

カ
ノ
h

フ
r

d
を
託
手
し
、
統
一
的
な
え
援
企
可
能
に

一
一
づ

t
l
 

ク
リ
ー
ン
ブ
?
ノ
ク
は
す
コ
の
辛
で
構
成
さ
れ
、
各
々
の
章
で
は
、

J

永
山
山
内
暴
力
事
件
を
扱
う
際
、
道
守
、
ν
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
六

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

が
一
か
さ
れ
て
い
る
。

え
ご
り
い
い
、

こ
の
原
則
に
誌
づ
い
て
同
'
付
仰
な
円
谷
を
主
口
二
~
六
七
個
の
勧

L

口

斗
川
、

J
t
j

h
v
d
w
l
H
Uア

が
あ
る
〉
例
、
λ
ば
、
郊
の
以
則
は
児
幸
佐
待
被
Z
J
f
r
p
u
v
M
K
J
E
〆
ー
を
総
合
的
に
M
M
則
す
る
た
め
、
決

判
所
、
児
ケ
刊
一
社
際
問
、

P
1
波
=
昔
支
鋭
機
関
は
協
力
す
べ
き
明
あ
る
一
九
で
あ
り
、
宇
山
町
一

i

で
山
主
戸
山
内
政
害
者

-
D
V
波
J
H
I↓-を

問
問
到
す
る
た
め
の
各
総
閣
の
只
午
的
な
話
路
い
や
役
割
を
決
め
た
州
官
の
効
j

が
不
さ
れ
し
い

勧
ρ

川
ん
九
可
俗
世
間
料
開
州

ヘ
J
V
抜
書
u
H
涼
ぷ
跡
内
司
令
一
中
心
い
、
家
計
冴
均
一
で
つ

V
と
『
ど
甲
山
円
ハ
行
が
重
複
交
牛
し
た
山
崎
ハ
ロ
の
対
芯
や
支
援
等
に
調

L
v
t
述
べ
て
い
る
。

吸
引
+
早
で
は

の
た
め
の
安
定
、
#
布
、

4μ
八
ヱ
泣
ぴ
暴
力
行
為
者
の
行
為
に
刈
ゴ
ヅ
フ
Q

責
任
主
寸
に
判
ず
る
内
山
什
が
扱

わ
れ

U

て
い
る
ο

いお

中
ご
は
、

h
u
y
L
v
k
u
児
童
虐
じ
が
一
止
仰
ー
で
党
止
す
る
水
位
の
渋
存
者
を
援
助
す
る
た
め
の
裁
判
所
、
に
買
い
和
祉
心
、

問問、

D

V
被

ZMソ
日
支
持
機
関
と
コ
ミ
コ
一
一
ア
ィ
の
刻
応
示
引
を
氾
め
て
い
る
、
第
=
輩
、
が
わ
川
門
出
午
、
都
立
与
一
門
「
は
、
家
庭
内
暴
?
刀
数
百

取人法羊) fi3 (2--28J~1 ;)，11 r20]'). 7 J 
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さ
を
援
助
す
る
た
め
児
童
福
対
機
関
、

U
V
M院
】
乙
者
支
長
州
内
問
、
裁
判
所
の
役
訓
'
対
応
沿
一
引
が
ポ
さ
れ
て
い
る

ゴ
問

凶
)
ゲ
ペ
ゾ
ー
ン
ブ
y
ク
f

代
/
末
円
効
果

ゲ
j
i
ン
ブ
ヴ
ム
ソ
成
誌
が
九
ん
表
さ
れ
た
後
、
そ
カ
初
土
門
会
一
ス
け
人
れ
、
夫
行
す
る
一
刀
、
一
一
が
約
ま
〉
L
T

一

¥

八

υ
(
ーに牛

ゐ
付
及
び

~、

¥ノ

ヘ¥ 

{t 

ぺ
に
九

C
件
以
1
r

の
巾
し
み
み
を
交
け
、

コ
ミ
コ
一
一
フ
ィ
の
強
度
千
以

7
メ
パ
ノ
カ
述
邦
川
法
省
と
連
邦
保
健
治
祉
山
首
は
、

点
、
マ
仁
f川
小
件
を
苓
品
目
し
、
料
山
汁
に
取
れ
組
ん
で
い
く
斗
え
じ
の
い
て
ン
コ
ン
や
資
源
や
絞
到
し
た
う
、
ズ

f
¥

県
を
変
止
す
る
た
め
の
六
つ
の
コ
ミ
ェ
一
一
ア
ィ

グ
り

l
ンザノ
y
力
ノ
段
位
引
の
溺

二
の
ム
ハ
つ
の
コ
ミ
ェ
一
一
「
ノ
ィ

以
下
で
は
コ
、
、
コ
三
子

r

一
と
川
町

ぷ

)

は、一一

~i間
遅
邦
政
府
か
己
柿
助
金
を
受
け
な
が
ら
、

そ
の
結
果
を
J

司
汁

グ
リ
ー
ン
プ
プ
ヴ
政
八
ホ
の
底
引
に
JUJJ
て
↓
川
助

L
、

報
土
門
オ
♂
ノ
コ

ク
リ
ー
ン
ブ
?
ノ
ク
政
法
効
果
の
泌
は
、
家
庇
山
山
下
恥
力
の
重
複
発
ヨ
に
対
j

の
向
ー
で
あ
る

v

ア
メ
リ
カ
で
家
庭
内
暴
川
が

行
わ
れ

7
4ネ
恒
で
は
、

伎
の
類
zt
の

h

果
、
わ
け
が
介
在

t
る
刊
誌
hf
が
付
い
と
主
張
す
る
研
究
は
、

ら
泊
先
に
'
刊
わ
れ

L
九

v

、
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
庭
内
早
叫
ん
は
矧
繁
に
豆
認
し
て
発
生
す
る
事
川
た
し
か
川
ら
か
じ
な
3

F

C

グ
リ
ン
ブ
ソ
ク
政
策
の
悶
始
時

ぷ
に
お
レ
ミ

の
E
L辺一党
d

にい苅
J
q
る
叩
一
吉
山
川
と
評
価

3
2
2
E
2
m
gユ
〉
♂
先

5
5
2
5
の
た
め
一

病
沈

-
D
Z

被
告
し

r
又
長
時
h

問
こ
の
連
絡
、
波
害
者
の
斗
ベ
ヘ
ヂ
的
な
中
牛
「
に

t
る
児

q
巴
伐
と

D
V
の
苛
複
芝
生
は
、
川
γ
童
一
一
叫
相
撲
初
で
認
め
L

り
れ
ど

い
と
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
て
、
コ
一
一
一
ア
ノ
の
児
童
包
柑
機
到
の
選
出
及
げ
一
一
山
価
基
準
は
実
質
的
に
統
一
さ
れ
ず
に
、
公
ー
↓
ん
の
長
平

が
あ
る
の
は
全
体
の
う
ち
半
分
転
庶
ヂ
い
と
ど
ま
っ
て
い

六
つ
の

T
I
L
-
一
一
ナ
ノ
は
、
グ
ソ
l
ン
ゾ
ノ
ク
伐
策
の
口
町
叫
に
山
っ
て
児

ヤ
甲
保
理
川
市
周
判
却
の
義
弘
治
を
J

士
行
し
、
児

7
虐
待
の
巡
別
・
4
川
川
川
怠
-
辛
を
話
相
一
す
る
た
め
の
多
数
の
活
動
を
反
問
し
た
の
日
偶
者
暴
力
事
内

に
一
行
い
て
も
坦
金
日
刻
す
と
虐
待
の
有
艇
を
惇
誌
ず
る
七
め
の
ガ
ノ
ド
ラ
ノ
ン
の
提
供
ゃ
、
家
庭
内
暴
力
が
先
牛
し
た
歪
岐
に

um霊
前
v
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い
る
湯
台
、
ヴ
寸
の
児
童
に
討
す
る
川
州
議
・
支
援
活
動
や
し
た
一

吋
六
一
y
ィ
の
よ
町
炉
売
料
ι=
ま
〕
じ
よ
れ
ば
、
家
庭
内
[
恭
心
に
閲
す
る
刀

f
ド
フ
イ
て
を
滋
ー
す
る
こ
と
い
よ
コ
亡
、
多
く
の
コ
ミ
コ
一
一
ブ
つ
の
児
童
抗
作
機
河
は
児
一
川
保
一
誌
に
ま
い
て

H
定
的
な
効
果
九
三
忠
一
げ

州ど

た
と
被
告
に
一

第
は
、
羽
係
跡
内
問
凋
の
協
々
で
あ
ゐ
。
霊
長
な
利
夫
川
刈
認
は
あ
る

つ
灯
脚
内
相
刊
の
み
の
努
々
で
は
解
討
す
ム
ゼ
一
レ
一
が
で
き
ず
、
羽
目
川
町

の
協
h

川
が
必
山
友
で
あ
る

u

持
地
が
発
し
ん
と
さ
、

一
つ
の
地
内
閣
は
交
牛
し
た
判
題
に
対
処
す
る
こ
と
が

yJdる
が
、
関
係
筏
明

カ
力
を
合
わ
せ
る
と
根
イ
』
力
士
川
町
朝
、
一
に
対
処
す
る
こ
と
が

多
数
の
渇
係
機
河
の
協
川J

は
、
に
勺
l
J〆
人
を
利
川
tF
る
者
の
安
求

日
一
対
応
し
、
九
也
裂
な
支
誌
を
提
作
い
す
る
た
め
に
最
も
初
平
山
で
あ
ゐ

c
D
U
紋
告
げ
む
し
仁
山
~
川
γ

虐
待
被
己
有
41
一
決
叫
す
る
も
弘
、
関
係
流
用
問

の
協
川
一
一
は
々
日
弘
同
の
」
庁
八
円
を
柿
引
し
、

的
で
訟
へ
的
な
主
緩
や
一
り
能
に
す
る
の
己
、

被
害
者
打
開
誕
の
た
め
に
不

宮市

1
Z
を
児
制
収

L
て
pd

叶
欠
で
あ
る

k
tい
に
P
Q

計
一
向
段
尚
か
ら
多
数
の
南
係
者
等
が
v
w
旬
以
と
時
間
戸
川
か
け
た
に
も
か
か
わ
ふ
り
ず
、

ク
リ
ー
ン
ブ
ソ
ク
政
院
は
、

施
行
初
期
か
ら
協
力
関
係
を
日
築
す
る
た
め
に
多
〈
の
山
穏
に
凶
白
?
三
J

V

各
機
院
の
川
久
な
う
人
J

H

壮
相
点
、

u
d
的
l
y

↑
相
瓦
の
田
川
解
不
足

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

主
寸
が
問
題
詩
発
の
や
市
内
と
な
3
2
/

〈
」
札
汁
機
問
は
こ
の
よ
う
ご
隆
一
一
等
を
ー
一
見
限

t
る
た
め
、
各
機
阪
の
メ
ン
パ
?
が
読
本
す
る
-

L

と
ご
々
の

リ
、
伊
粕
関
係
争
」
抗
議
?
、
機
悶
の
江
川
一
円
作
ゃ
持
ん
の
パ
一
ソ
〆
ス
を
丹
、
h
ノ、

て
:
二
ケ
シ
ョ
ン
一
号
活
性
化
1
p心的
p
d
h
什主一

せ
?
占
的
1
1
河
係
一
千
築
き
上
げ
p
{

九
九
〈
、
関
係
機
関
の
メ
ン
バ
ー
は
被
常
平
主
主
げ
系
務
を
遂
行
す
y
G
際
、
効
県
的
な
協
力
同
一
咋

や
維
持
す
る
ナ
め
仁
よ
ハ
キ
イ
円
時
川
シ
一
正
念
や
川
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
協
力
団
司
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
非
'
「
山
に
転
ノ
い
が
、
ニ

一4

れ
が
業
務
i
最
も
に
切
な
部
分
で
あ
ふ
一

ρ
報
古
し
た
ぺ
ま
た
、

コ
ミ
ユ
一
一
ア
J

は、

〆
臼

た
試
行
刊
相
談
に
主
づ
U

て
協
川
珂
係
の
構
築
に
成
功
し
た
と
耕

L
し
た
。

グ
)

l

/
ア
ソ
ク
政
〆
れ
ギ
J
h
初
期
か
ら
併
殺
し

関
係
訓
時
刻
間
の
四
M
M

力
関
係
の
格
統
れ
い
仏
t
m
k
な
渇
A
U
は、

円
、
市
川
刊
ト
ヤ
ハ
“
す
る
こ
と
も
非
常
に
大
切
ご
あ
る

U

あ
る
家
廷
で
町
民
将
暴
力
と
児
童
併
待
が
重
僚
党
パ
l

す
品
川
刑
台
、
加
拝
枠
は
同
一
人

物
で
あ
る
可
能
什
が
dJ
叫
に
同
い
c

こ
の
よ
う
に
同

の
加
叶
ロ
何
日
い
J
3
F
よ
複
数
心
民
俗
刀
宇
吐
け
が
発
ぺ

存
殺
害
者
の
脱
出
一

-~:-: 
h 
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キ
寸
法
じ
て
つ
K
F
加

τ芸
の
情
料
‘
ま
足
原
境
与
会
関
係
機
関
が
共
有

1
る
こ
と
は
、
絞
害
者
の
保
護
・
援
助
の
た
め
に
工
作
心
女
で
あ
る
}

ぞ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

各
機
関
は
装
一
ぷ
的
一
い
守
秘
兵
傍
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

目
ハ
な
る
巨
的
に
ぷ
ゴ
い
て
A
汀

ゴ
問

〆J
h
え
ム
ノ
礼
ブ
ゐ

剖
パ
を
行
う
た
め
、
協
力
の
パ
フ
ン
ス
を
取
る
こ
こ
は
、
将
易
で
は
な
か
一

J

た

L
4
九
拝
機
閣
が
グ
守
ン
ブ
y
ク
政
策
の
原
則
h
r
一

を
守
J
7
ふ
こ
と
に
ょ
っ
と
陣
内
明
間
内
灯
報
共
有
成
誌
を
ス
ム
ー
ス
に
実
施
す
る
こ
と
が
ご
き
る

E
う
に
な
〉
た
そ
の
結
果
、
-
児
童
市

柑
楼
問
、
ー
と
裁
判
所
の
ヨ
創
刊
共
右
が
イ
川
発
に
行
わ
れ
亡
い
る
と
川
ず
口
さ
れ
ん
川

ま
だ
グ
ワ

l
/
ア
ソ
ク
政
設
の
J

人
ノ
仁
川
は

下
一
司
川
引
っ
吉

UE日
い
い
ド
ジ

報
1

ハ
有
が
公
式
に
は
行
わ
れ
ず

情
説
斗
八
百
政
策
を
ハ
ム

非
公
式
の
協
力
ゼ
け
が
存
ノ
ー
し
た
が

グ
リ
ー
ン
ブ
ノ
ク
政
策
u
m
v

焔
」
二
コ
て

式
化
す
る
た
め
の
治
動
が
併
却
に
展
開
さ
れ
た
と
判
中
川
さ
れ
た
「
情
禄
共
有
の
新
[
い
殴
策
一
ほ
、

特
定
の
状
川
下
で
清
報
共
有
が
必
ず

れ
わ
い
士
け
れ
ば
な
、
り
な
い
と
い
、
つ
同
庁
別
に
基
づ
い
て
い
L
ι
γ
A
れ
た
多
く
の
コ
ミ
コ
ニ
ア
ィ
は
、

+
叫
判
刊
一
叫
し
一
家
庭
内
界
市
川
被
寸
!
有
の
支

M
究
機
関
向
む
の
情
報
共
有
を
促
附
子
る
た
め
の
判
し
い
五
分
を
す
て
、
問
係
蹴
阿
南
田
町
の
情
報
共
有
を
述
1
二
工
総
今
的
な
被
害
背
支
M
M
L
E

」q
る一、し
y

が
可
お
い
v

な
コ

第
二
ば
、
家

-M
内
暴
力
の

の
保
隠
し
へ

っ
た
こ
i
f

で
あ
る
配
何
者

ご

i

ズ
に
人
い
わ

E
A
パ
十
川
と
同
ル
一
い
社
h

り山町寸の

じ
的
は
、
系
旅
構
成
員
の
悩
祉
を
向
上
さ
せ
、
安
全
を
保
障
す

7
?
一

と
で
あ
る
ご
こ
の
よ
う
な
巨
PU
い
法
ゴ
く
収
杭
品
は
、
大
き
く
二
一
コ
に
一
公
煩
て
き
る

u

第
に
、
暴
ト
々
が
一
一
一
μ
エ浸
L
て
廷
は
で
す
る
こ
ど
に

対
〕
品
川
門
司
の
訟
誠
一
一
千
7
M
川上

3
せ
る
こ
と
で
あ
る

目
、
川
十
月
に
は
波
守
主
げ
は
人
性

γ/七
円
児
中
に
も
た
ら
す
危
険
や
児
マ
一
い
対
す
る
安
全

之
淀
川
必
長
位
、

つ
も
の
υ
日
常
が
児
一
一
寸
に
い
う
よ
っ
。
影
響
、
明
々
の
京
民
構
成
員
」
対
す
る
一
泊
汎
九
切
な
サ
ピ
ス
の
必
要
性
与
が
あ
る
。

治
二
に
、
一
試
前
し
と
児
童
虐
待
を
児
荒
川
一
祉
伐
関
へ
報
告
す
る
ガ
ノ
ド
ラ

f
ン
を
作
成
し
、
改
善
す
る
こ
し
」
で
あ
八
九
偽
一
に
、
他
町
、

明
げ
の
同
怖
い
い
を
川
じ
施
設
に
司
胃
し
た
れ
、
夜
行
的
な
対
応
手

l
ム
を
構
築
す
る
こ
と

グ
リ

1
J
ブ
ソ
ケ
政
治
の
尖
行
な
連
じ
て
、
暴
力
の
市
複
可
能
性
を
訟
訟

L
、
紋
持
者
に
U

引
け
し
て
、
お
決
照
の
連
技
を
通
じ
た
総
ん
[

:)lii;、法学¥(i:i¥2-2;:;8) ~:~三υl:L 7 I 



IU
な
ス
同
慨
を
f
h

り
川
一
速
に
一
打
う
こ
こ
が
吋
誌
に
な
っ
た

」
れ
や
実
託

L
た
↓
で
ミ
ユ
一
-
ア
ィ
の
い
ι町
円
以
叫
パ
バ
[
に
が
れ
ば

グ
リ
〆
ブ
ァ

ク
改
定
の
実
/
打
後
、
出
Y

童
虐
待
の
い
飢
一
い
若
と
衣
に
汁
川
ム
カ
の
一
一
反
日
7
昔
の
す
、
援
に
つ
い
て
、
裁
は
所
出
係
者
は
打
;
向
し
」
た
?
と
団
答
す

る
に
と
い
r

主
勺
た

万
て

U
V
桜山

MMf
に
定
法
的
主
サ
ー
ビ
ス
を
提
洪

L
、
い
る
者
生
び
そ
の
協
ル
将
司
は

非
常
一
い
向

I
L
-
-

D
V
m判
係
者
へ
の
殺
人
』
や
窓
辺
句
景
力
の
重
波
発
バ
ー
へ
の
取
緋
み
の
た
め
の
、
に
章
一
一

η祉
機
河
と
ワ

V
伎
は
自
深

志
楼
問
の
協
力

h
J
1
吊
に
強
化
さ
れ
ん
と
も
報

E
さ
れ
て
い

利
害
し
た
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
グ
づ
l
ペ
ウ
ク
政
策
の
ハ
弘
治
じ
よ
っ
て
、
家
即
内
暴

力
被
害
者

じれ
f

ご
と
を
確
認
す
ゐ
こ
レ
し
が
で
き
る

f

四

家
庭
内
暴
力
被
告
者
に
対
す
る
保
護
・
支
援
の
た
め
の
げ
で
は

以

L
で
検
汗
し
た

T
メ
リ
刀
の
グ
リ
ー
ン
ブ
ノ
ク
政
策
山
川
、

υ本
と
幹
一
円
に
お
い
て
家
庭
内
暴
1
川被

T
昌
を
援
助
す
る
際
に
バ
i

じ
る

問
題
解
伏
の
介
め
仁
志
yJ
と
ヘ
ホ
ふ
〔
本
~
半
で
は
、

ア
《
リ
刀
の
グ
リ
ー
ン
フ
ッ
ク
政
放
の
原
則
に
J
M
つ
亡
被
害
苦
手
一
援
助
?
λ
j
I

二

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

一
一
一
ア
f
の
仲
両
氏
報
告
に
基
づ
う
、

家
庭
内
暴
力
被
古
苦
の
援
助
に
院
、
て
入
札
牛
す
る
凶
器
を
J
一
民
的
に
漉
決
す
る
ト
ヶ
ほ
を

ZJ察
す
る

U

(
}
家
院
内
累
刀
の
イ
L
複
合
生
の
認
ぷ

日
ア
仏
止
び
緯
寸
で
は
、
家
庭
吋
[
票
以
が
パ
元
f

す
る
い
ゆ
ム
口
、

地
の
知
却
の

司
間
一
仁
発
ム
〕
て
い
る
可
詑
性
が
回
目
い
~
~
ζ
じ
対
す

フ

ω
認
論
が
γ
ハ
ー
充
分
で
あ
る4t 

け
て
い
ふ
m
r
J

能
祉
が
十
円
い
ぺ
山
川
、
い
に
一
一
寸
信
侍
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、

配
川
同
名
且
仰
い
υ
が
ヘ
ヂ
牛

L
た
d

今
一
一
史
に
川
土
一
げ
が
い
る
均
ム
円
、

出1:
偶
者
ノ¥

(j) 

暴 Z

YJ の
が 児
i司 [j'，

時も
にま
発た
'1 穿
し/半
て 内

る 精
はj 伸

古i二的
性な
が j恒
I¥，:j l'牛
い"を
「 受

ア
メ
リ
ガ
で
は

一
九
八

C
年
代
に
明
達
し
た
?
人
紋
が
な
渇
し
た
の
を
契
伐
に
こ
の
判
題
が
、
日
日
さ
れ
始
め
、
様
々
な
文
献
で
こ
の
」

問
え
ば

う
な
卓
T
h
L
が
引
出
川
対
さ
れ
た

家
信
~
内
暴
力
の
重
視
門
震
に
潟
述

ld
た
初
山
別
の

で
あ
ゐ
ン
ュ
、
ニ
ブ
ウ

λ
と
ゲ
レ
ス

(
山
町
宮
忠
良
ι
亡命日目
2
一
九
九

の
研
究
山
川
、
配
偶
苔
に
暴
心
一
一
走
中
守
)
夫
の
立
心
パ

1
ピ
ン
マ
内
が
川
県
市
車
待
の
加
害
者

fcあ

取人法羊)fi3 (2--28:n ~日 r2(ll':L 7 J 



る
こ
y
J
T

川
町
ム
か
に

一
六
同
名
の
京
市
町
内
パ
す
り
ぬ
害
久
性
た
ら

ま

マ
ク
ロ
マ
〈
キ

一J
〉
門
)

[よ

〆

，;~~ 

σヲ
よ
ノ

本
で
J斗

、。久
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と
そ
の
児
ハ
を

YUMJ
に
し
た
詞
予
の
布
市
水
、
家
に
汁
け
ん
三
方
の
F

ザ
引
は
、
児
童
巴
け
の
叶
発
性
を
約
一
倍
問
「
加
さ
せ

ゴ
問

こ
の
例
制
に
閉
し
て
、
川
科
目
で
は
、
家
児
暴
力
川
町
汁
及
び
止
一
三
一
r
老
い
深
十
公

J

に
回
却
す
る
が
律
に

A13つ
い
て
二
年
ご
y

に
実
施
さ
れ
て
い

る
家
芝
山
ベ
暴
力
の
当
地
凶
詩
芥
に
お
い
て
も
、
配
偶
者
暴
力
と
児
中
虐
待
の
り
な
先
生
パ
ー
が
n
M
く
、
こ
れ
ら
の
問
頭
一
会
投
、
つ
桁
交
と
は
策
は

一
一
明
日
丸
々
し
て
い
る
h
J

山
訪
問
唱
の
長
複
を
重
叫
な
引
ム
ム
現
象
と
し
亡
与
出

lJ
ご
い
な
い
だ

ω一
そ
の
現
象
ト
焦
ム
門
戸
幸
一
合
わ
せ
た
叫
也
九
も
出

山
で
い
な
い

k
Hふ
で
は
、

R
Eよ
れ
ず
不
快
~
内
込
力
の
市
視
発
引
が
重
山
な
引
会
現
象
し
I

一
し
ご
認
識
さ
れ
て
い
る
と
与
え
ら
れ
る
。
別

え
ば
、

一一

C
C川
午
に
単
京
都
が
打
っ
た
一
配
偶
者
等
累
刀
被
害
者
の
主
計
五
と
関
係
柊
院
の
m礼
状
に
出
す
る
調
査
報
日
品
川
」

で
は
、

V
朴問主
T
4
n

い
児
足
以
仁
対
J
q
p

る
暴
力
が
あ
る
か
川
口
か
に
つ
い
て
問
主
収
り
誠
去
を
し
て
お
け

〔

)

(

ノ

一

八

』

ぺ

法
務
総
合
恥
究
所
か
先
日

た

九
町
究
恨
什
は
ヱ
甘
」

町
…
悦
苔
暴
rd
と
氾

mL七
ゲ
守
と
の
限
係
の
泌
さ
が
分
析
、
-
れ
て
い

の
十
一
事
山
ウ
け
午
で
は
、

家
庭
内
暴
々
の
重
枝
発
生
が
市
川
習
な
社
会
現
象
レ

川
市
、
二
の
点
仁
関
す
る
J
J↓

T
の
い
批

J
ャ
一
羽
問
主
が
れ
わ
れ
て
い
る
が
す
小

庭
内
暴
力
そ
配
何
者
暴
力
と
山
川
町
出
守
と
い
い
J

P

別
J

て
取
り
扱
う
一
位
悶
が
強

v
v

十
九
一
一
引
で
品
川
認

J
/
よ
う
に

つ
の
主
医
内
暴
力
が
品
川
ヰ
ー
し
た
場
合
に
呉
な
る
い
矧
刊
の
挺
々
も
目
先
パ

L
て
い
る
り
能
村
い
が
品
い
こ
}

や
ふ
ま
え
、

H
T品
と
部
一
司
に
お
い
、
は
、
寸
家
的
な

L
ベ
ル
マ
家
定
内
け
が
力
、
の
一
十
一
夜
、
光
と
に
つ
い
ご
実
望
調
査
が
行
わ
れ
る
べ
戸
で
あ

1，) 

じ
ト
八
の
「
配
偶
芸
か
ら
の
暴
川
の
防
止
忍
び
被
害
者
の
パ
立
方
に
閉
す
合
法
律

五
条
は

τ
で
は

D

V
防
ー
刊
九
似
し
一
時
ぶ
ご
第

国
及
び
地
h

川
公
共
川
体
は
、
配
川
同
行
か
り
の
暴
力
丹
治
，
汁
及
ぴ
被
名
指
の
保
護
」
資
す
る
た
め
、
司
究
研
究
の
絵
近
に
松
川
め
る
よ
、
っ
規

む
し
し
い
る

U

て
の

に
基
づ
い
て
内
問
府
軍
ん
は
九
同
会
而
同
は
、

一
九
九
九
年
か
い
り
一
庁
こ
と
に
男
女
聞
に
ぷ
け
る
暴
力
に
明

Jq
ブ
心
両
脊
一
を
実
施
し
、
司
偶
者
及
川
リ
交
際
問
問
【

T
小
ら
の
暴
り
の
印
来
型
を
犯
握
し
て
い
る

f

ま
れ
J

一
、
特
刊
の
一
家
庭
暴
心
不
，
止
及
ぴ
被

存
者
保
~
殺
生
?
に
附
す
る
法
俸
が
雨
川

h

仙沼

一
一
年
ご
と
に
家
庭
内
暴
力
の
だ
忠
誠
査
を
せ
ス
仏
注
し
て
そ
の
結
果
を
党
去
し
、
こ
れ
を

:ru 

υ 



家
庭
内
雰
仁
川
川
予
防
の
た
め
に
政
策
関
斗
の
川
抜
一
花
資
料
こ

L
L
J
U
い
い
い
三
品
川
ノ
れ
ば
な
ら
な
い
ユ
初
判
定
L

、
い
る

J

こ
れ
コ
の
規
定
じ
f
h

つ

亡
円
十
川
1
f

斡
f

寸
「
は
止
γ

れ
た
汁
早
叫
ん
の
突
態
調
密
が
主
施
さ
れ
て
い
る
J
M

配
偶
汗
発
力
会
二

?υ
に引阿木
μ
者
行
う
間
山
川

ir白山

行
人
で
は

税
同
で
は
、

即
日
Z
コ荒々
、

川パ
4

…
す
巴
待
学
の
川
』
別
川
川
な
判
官
を
/
什
い
勺
て
い
る
だ
け
で
、

河
者
の
豆
匂
先
生
川
能
性
一
い
問
す
る
調
査

土

手

三
F

』
ピ
ザ
ワ
ー
し
c

j

b

p

ピ
ミ

l
l
r
J
J
1
1
J
f
L
Jー
し

韓
同
で
は
京
日
立
勾
暴
力
の
~
十
八
怒
川
川
官
の
ふ
刀
法
、
こ
刊
行
委
久
性
京
枝
記
ん
ー
が
定
め
る
こ

2
に
な
っ
て
い

る
た
め
、
不
足
内
暴
力
の
目
認
発
牛
に
測
す
る
一
夫
前
叫
訳
木
け
の
実
施
を
手
、
の
な
カ
で
詩
務
づ
け
る
べ
き
、
あ
る

n
R本
で
は
、
内
問
的
男

九九
1

八
日
寺
川
吋
が
実
施
す
る
川
刀
P
J

民
間
に
お
け
る
い
寸
力
に
認
す
ゐ
同
点
Y

と
と
も
に

家
山
崎
山
川
州
市
川J

の
霊
碑
入
ん
牛
に
持
す
る
両
官
を
/
勺
つ
ベ

さ
で
あ
ろ
う
し
ベ
マ
凶
位
向
込
力
が
繰
り
返
し
て
/
れ
わ
れ
る
こ
と
、
信
教
J
1
G
，人，

J

み
か
ら
紋
与
を
受
げ
る
こ
と
、
紋
害
者
が
久
性
、

um宝
寺

比
較
的
弱
両
で
あ
る
内
ヰ
踏
ま
え
一
¥
M
m
Z
を
早
期
に
花
見

L
、
そ
の
弘
人
ふ
れ
仰
け
す
る
こ
と
が
一
富
山
火
て
に
お
ソ
竺
そ
の
野
球
で
、

7
4
比

山
県
抗
刈
の
重
筏
な
牛
を
認
可
討
し
、
{
不
足
休
暴
力
の
捜
査
を
す
る
際
、
他
た

πr一
の
H
4
刀
が
先
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
白
に
ま

ご
視
討
を
広
げ
れ
ω

ベ
え
で
あ
る

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

一
一
一
関
係
際
関
の
山
ほ

{
/
土
一
応
吋
畏
J心
r以
〕
と
者
に
対
す
る
土
何
故
!
の
同
町
問
中
の
一
つ
は
、
波
立
汗
す
、
授
の
た
め
の
河
川
開
機
河
川
4
の
協
万
人
い
い
足
で
あ
る
ご
波
JH34-m一

保
護
ほ
緊
急
に
ノ
f
わ
ヘ
ふ
け
れ
ば
な
h
な
い
同
町
一
九
川
が
多
い
た
め
、
川
ん
岳
町
出
祉
際
問
、

わ

V
帯
、
宗
主
支
援
絞
問
、
執
]
也
小
い
苧
の
調
印
吟
機
凶
の
辿

設
が
重
安
で
あ

同
一
円
家
怠
5
r組
数
の
足
力
が
存
在
す
品
開
場
合
、
設
古
者
は
同
じ
原
山
悼
の
ご
、
同
に
か
害
者
に
よ
っ
て
暴
力
を

一
党
け
る
円
能
生
h
J
品
川
。
そ
の
た
め
、
制
一
の
家
惚
じ
行
わ
れ
た
暴
力
の
被
古
者
主
え
一
ぷ
す
る
際
、

該
当
事
件
の
被
害
者
か
ら
布
行
吉

制
刊
を
刈
係
機
却
が

A

ハ
ー
有
す
る
こ
と
は
、
被
古
者
の
れ
同
議
・

に
l
L

っ
て
重
安
な
こ
肝
ず
あ
る
ー
と
考
え
る
。
家
庭
内
暴
ル
に
得
わ
F
O
出

機
関
川
附
の
白
山
内
的
な
協
力
関
係
を
絞
持
し
、
議
」
「
事
件
い
閉
山
す
る
情
担
械
を
大
有
L
E
6九
台
庭
内
暴
り
被
己
有
十
一
決
叫
し
、
査
県
内
暴
H

けを

取人法羊) fi3 (2 --2り ~I ;)，17 r2(ll':L 7 J 
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F
防
」
ヲ
る
た
め
に

uパ
鈎
す
る
こ
f

が
ロ
ヂ
E
豆
半
ず
で
あ
フ
Q
r

被
害
者
の
町
一
ぶ
的
同
念
均
あ
る
川
崎
合
に
は
、

花
町
袖

hz者
支
援
問
い
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

、、
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L
Lヂ
ス
緯
寸
で
は
、
こ
の
河
係
機
河
川
の
協
力
、
が
ぶ

!
T分
で
あ
る
と
日
わ
れ
る
U

t

川
ヨ
刑
事
山
リ
日
比
百
一
研
究
宗
の
河
弁
に
?
れ
ば
、

ゴ
問

害
者
支
媛
七
、
J

タ
ー
が
被
告
告
を
支
円
以
す
る
際
、
ト
ハ
d
な
協
方
明
日
γ
い
ん
あ
る
の
は
油
、
お
と
検
察
一
マ
の
被
半
主
文
段
J
?
に
け
と
、
枇
内
容
‘

裁
判
所
と
の
協
力
は
ほ
と

J
ど
な
い
レ
さ
れ
℃
い

家
十
一
廷
内
暴
々
に

E
る
被
竜
門
会
一
宇
矧
い
回
復
さ
ぜ
る
に
は
、

被
害
者
支
淀
川
体
何

h
H

の
連
ほ
と
登
山
川
付
寸
同
門
家
楼
問
、
ー
と
の
院
h
川
胡
M
M
が
以
内
火
ご
あ
る
家
」
区
内
暴
力
t
R
Z
門
昔
に
長
初
に
め
絞
一
一
9

る
の
は
幻
年
捜
売
に
あ
た

る
聖
祭
で
あ
F
O
が
、
被
害
者
の
ニ

l
又
は
ぺ
治
こ
の
文
授
や
精
神
的
ヶ
ア
令
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
警
山
ド
ハ
円
、
お
い
て
を
の
す
べ
て

日
一
対
応
ず
る
こ
と
は
問
就
ぜ
あ
る
ほ
か
、
胞
の
関
係
磯
閉
向
川
守
口
ザ
対
応
、
す
る
汀
が
湖
沼
な
場
合
も
あ
る

J

P

す
ノ
一
一

ーし
J
T

八
角
:
一

t

u本
で
は
、
被

害
者
へ
の
支
設
の
た
め
に
そ
の
同
君
主
同
て
被
ぢ
者
に
隠
す
と
情
報
を
被
告
高
主
援
団
松
い
レ
提
供

t
?古
一
が
法
作
戸
、
認
め
ら
れ
て
い

る
つ
枝
川
で
も
、

こ
の
よ
つ
な
制
度
が
効
果
を
上
げ
ふ
介
め
に
は
、
警
察
か
犯
弘
被
山
l
l
v
h
支
援
川
仏
に
関
す
る
防
相
刊
を
被
究
告
に
知
九
せ
な
け
れ
ば
な
り

な
い
の
で
、
を
い
宗
と
被
害
者

P

人
民
肉
体
、
U

出
携
が
U
L
T
一
で
あ
る
。
強
け
に
お

v

て
、
政
判
所
・

の
百
一
力
が

i
ヘ
刀
に
'
什
わ
れ
て
い

入
品
い
閉
山
は
、
犯
罪
被
害
者
ぇ
民
間
体
の

}
Jん
が
っ
て
、
検

パ
七
ン
ト
が
険
察
庁
に
刈
仏
い
し
て
い
る
こ
と

才L
る

む
小
才
に
所
抗
し
て
い
る
犯
課
長
お
レ
ハ
支
践
当
休
の
事
務
出
今
池
の
場
所
に
柊
似
し
て
必
ず
件
を
保
防

L
、
約
川
斗
機
田
川
と
〕
ご
波
J
H
I↓エマ守

問
問
に
叫
何
日
悼
す
る
刈
京
総
閣
と
の
協
hυ

関
係
を
強
化

L

子
、
き
て
あ
る

J

ま
た
、
家
計
~
で
暴
力
が

E
認
発
宇
し
た
場
汁
は
、
被
(
肖
k
v
u
M
最
幼
の
た
め
い
胡
係
機
諸
問
の
仇
報
共
有
が
必
ず
J
Jめ
る
、

需
の
符
肢
を
繰
引
退
し
述
べ
る
こ
と
は
、
古
宮
川
会
作
い
、

次
的
波
書
の
氏
、
れ
も
あ
る

U

し
た
が
っ
て
後
古
者
の
手
請
が
あ
れ
ば
、
前
川

害
者
か
ら
持
た
市
叩
を
渇
広
川
被
潟
が
て
ハ
日
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い

l
h山
わ
れ
る
ハ
被
害
者
は
、
事
付
川
畑
山
t
v
ヤ
一
一
時
助
を
侍
る
た
め
に
様
々

な
関
係
背
と
人
以
わ
な
け
れ
ば
な
-
ノ
花
い
=

関
係
者
が
4
「
jM
犯
m
み
や
切
守
ヶ
?
被
官
哲
い
山
附
す
る
清
視
を
同
も
っ
て
熟
虹
し
て
い
れ
ば
、

主主



い臥
J

戸
メ
に
初
め
ぐ
ん
に
引
っ
ミ
も
ス
ム
ヲ
ス

P

こし
r

が
で
き
、

一
一
次
的
被
言
や
子
防

L
、
被
d

L

V

A

九
一
二
ズ
に
八
日
わ
せ

叶
殺
に
な
る
に
者
、
メ
わ
れ
る

)
児
小
巴
侍

γ
罰
す
る
北
川
百
三
ゅ
ん
杏

以
後
に
、
児
詮
一
位
汁
の
M

判
明
叫
に
刈
ず
る
サ
引
が
あ
る
の
{
ふ
足
の
小
で
暴
力
が
琵
宇
し
た
場
合
、
児
童
ト
対
す
る
dl接
的
必
暴
力
が
な

記
偶
者
暴
り
ま
H
V
Y
L
た
こ
と
JHHげ
が
、
出
長
前
な
虐
仲
村
ト
比
一
回
一
す
る
悪
影
響
を
児
童
に
及
ぼ
uo

戸

山

W

こ
う
し
た
こ
レ
L

が
、
児
童
の
人
終
形
成
一
に
と
っ
て
品
川
喜
一
な
る
恐
れ
も
あ
る
し
た
が
っ
て
、
ま
胞
内
暴
刀
か
ら
児
ぅ
一

T
r保
託
す
る
た

一刀
J

た
と
し
て
も
、

が
あ
品
。

め
ド
、
仏
律
に
よ
っ
て
児
童
点
汚
の
!
~
七
千
ど
配
ん
除
ニ
疋
め
、
続

L
た
基
平
に
某
J

い
亡
憤
杭
恥
に
児
童
虐
可
紋
安
門
者
を
見
つ
け
、

p
h

帆
慨
を
除
去
し
被
古
か
ら
は
夜
と
与
て
↓
ム
常
な
胤
人
と
し
て
成
長
で
き
る
よ
、
つ
に
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
凶
い
わ
れ
る
コ
こ
の
上
、
っ

ご
埋
山
♂
本
の

一
氾
童
円
侍
の
防
止
与
に
山
附
す
る
反
体
伴
内
部
を
苛
一
三
十
る
、
氏
律

(γ
成
六
作
、
，
ぃ
律
第
二
口
口
ソ
)
」

手一本「
J

、白、、

!
1
1
L
τ
A
w
v
r
~
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U
U
4聞

kz-河
内
ば
井
戸
北
の
司
L
E
ν
か
ん
汁
わ
れ
、
U

児
忠
弘
の

H
市
で
配
偶
ギ
つ
に
や
す
る
弘
一
p

カ
ヂ
行
わ
れ
る
こ
と
等
、

主
一
政
記
首
に
対
、

J

て
向
け
h

れ
た
行
為
で
は
な
く
て
も
、
児
に
著

υ
い
心
理
的
外
傷
荷
ト
コ
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
児
室
虐
待
に
合
ま
れ
る
こ
と
等
が
川
器
に
さ
れ
、

適
切
♀
対
泌
を
誌
と
る
べ
き
勺
あ
る
y
さ
れ
て
い

家
建
内
コ
禁
hυ

の
い
い
撃
が
児
童
虐
待
の
説
佑
に
人
予
こ
い
つ
別
維
な
起
定
が
ヘ
ふ
く
、

)J 、

仏
阜
叶
点
、
土
、

F
l
l
v
f
y
 

実
務
て
も
配
同
問
主
暴
力
を
巨

叫f
し
た
に
可
仁
対
す
る
適
切
な
対
心
を
し

7
い
な
い
。
「
家
げ
是
認
か
犯
出
の
処
罰
等
い
潤
す
る
特
例
法
一
信
条
ム
誌
は
は

米
海
町
村
み

カ
被
害
背
の
J
4
誌や一

1

家
叫
庁
内
累
々
に
J

っ
て
直
一
政
的
な
被
出
を
-
又
け
ん
苔
と
し
て
い
ム
ザ
巳
家
引
の
よ
う
い
小
さ
く
川
鎖
的
な
空
間

むコ眠、
l
J
ミ
↓

i
、ノ

L
二
日
勿
〉

R
j
ι
刀

?

才

t
f
y
rん

l

こ
れ
ま
円
恥
f
L
た
こ
と
が

児
巾
に
生
前
が
響
キ
」
及
ぼ
寸
す
げ
か
れ
が
あ
る

ニ
九
つ
乙

L
f
カ

建

E
に
お
い
て
も

家
出
暴
刈
犯
罪
の
川
」
説
法
7

に
用
問
す
る
副
司
加
川
法
じ
、
山
市
点
片
山
斗
一
円
山
氏
を
一
!
同
般
虐
待
を
そ
り
さ
」
ー
に
」
J
、
ー
父
刈
同
の
暴
?
川
4
1
H
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性
ー
し
ご
、
十
回
J
一
定
刊
を
受
け
る
こ
こ
に
相
当
す
る
被
害
を
受
け
る
こ
こ

山
児
中
虐
待
の
範
阿
や
広
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
μ止サト一
F
7
ν

、

と
考
え
ら
れ
る
}
ま
た
、
尼
亘
回
目
待
y
認
め
ら
れ
た
場
合
、
一
一
反
日
7
昔
J
M
t
J
l

否
し
な
い
市
滑
り
、
山
間
h
L

山
山
立
の
M
M
引
の
た
め
に
川
立
川
仕
出
帆

ゴ
問

閣
や
り

V
A吹
τ
M
f
支
援
隊
司
に
報
ー
す
る
こ
と
や
義
務
づ
け
る
ァ
ャ
と
が
望
ま

L
い
こ
考
よ
八
ら
れ
る
)

ア

ヨ
コ
1
F
こ

3
t
L
v
i
 

家
庭
内
票
力
は

般
的
以
刑
f

の
暴
力
1
L

は
吋
に
な
り
、
日
比
川
状
的
に
発
刊
す
る
似
山
ー
が
あ
乙
に
も
か
か
わ
ム
，
ず

私
的
な
沼
山
で
あ
る

家
庭
の
小
で
行
わ
れ
る
た
吟
に
蛇
繁
に
路
東
さ
れ
て
き
七

ず
れ
国
内
暴
力
は

瓶
入
に
母
体
抗
衿
JF的
古
布
を
う
え
る
と

し
か
し

と
も
に
社
会
全
体
仁
も
芥
寄
を
止
ぽ
j
c
こ
れ
ふ
涼
刻
な
村
会
開
也
と
し
て
認
識

L
、
家
庭
内
脇
市
川
に
照
す
ヰ
特
別
法
が
制
定
一
心
れ
、

家
庭
内
暴
け
り
の
専
門
核
開
が
ぷ
よ

F
れ
る
が
t
J
多
椋
な
汁
処
が
な
さ
れ
た
が
、
日
叫
ト
ル
ー
も
、
川
家
庭
内
暴
川
り
の
豆
」
広
先
生
l
h

対
す
る
認
識
が

小
辻
?
て
い
る

-
U一、
情
関
係
機
似
の
連
携
が
十
ハ
刀
ご
は
な
い
~
、
t
/

一、

い
脈
々
な

(
み
川
口
童
よ
沼
山
口
の
記
凶
設
疋
が
不
、
出
切
で
あ
る
戸
ー
ノ
等
、

同
窓
M
r
t司
去
、
れ
ど
こ
ハ
ー
こ
れ
ら
の
問
地
上
]
、
を
解
決
す
る
た
め
、

ア
メ
り
刀
の
グ
リ
ー
ー
ン
ブ
ァ
ク
政
策
一
を
参
考
仁
す
べ
き
で
あ
る
に
グ

リ
ャ
ン
ブ
ン
ク
政
お
は
、
家
庭
内
早
叫
ん
被
二
ツ
ム
ー
の

L
拭
わ
る
諸
機
関
の
協
力
関
係
争
向

1
3
せ
た
打
て
、

p
v
ζ
児
山
虐
待
い
か
一
生

複
し
r
、
発
げ
す
る
ま
だ
の
問
題
い
ほ
り
組
む
た
め
」
一
昔
口
件
を
持
つ
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ

f
ン

で
意
誌
が
あ
る
つ
持
パ
λ

ィ
な

問
題
に
勺
い
て
弘
行
針
討
を
苛
ね
た
こ
の
は
渋
は
、

純
国
と
い
本
で
も
参
考
に
す
る
だ
け
の
価
佐
が
あ
る
〉
山
和
ぃ

γ
凶
ハ
一
力
が
発
生
}
に
J

水

官
の
也
知
却
の
家
氾
山
叶
足
心
み
一
猪
口

L
、
下
一
段
す
む
こ
と
の
イ
巾
叫
件
、
司
係
機
閣
の
協
々
と
出
報
共
有
の
必
山
久
件
は
、
波
書
蓄
の
深

て空

の
h
J

めい
h

戸
い
本
及
び
連
川
刊
で
も
検
討
三
一
れ
る
べ
主
で
あ
る
巳

家
庭
内
票
力
の
被
古
苔
を

1
5抗
す
九
州
各
ぼ
鴻
は
、
尽
力
の
而
f

夜
発
刊
可
能
性
を
念
頭
仁
川
吋
主
、
出
州
出
育
法
カ
ポ
件
に
お
い
て
も
、
そ

の
家
庭
に
川
県
宝
じ
か
い
る
け
ツ
一
一
、

ロ児以一巾よ産品
π
の
2

引
慨
を
誠
士
け
し
、

そ
の
禿
ぺ
が
砕
認
さ
れ
た
場
合
、

母
子
を
ー
ん
ぺ
い
保
設
・
支
持

L
な
け
れ

:)lii;、法学¥(i:i ¥'2 -29:) ~;;υ 〆201:L 7 I 



ぱ
な
コ
ら
な
い

J

陪
数
ザ
J

多
い
家
庭
内
長
…
わ
り
に
お
}
て
、

村
合
さ
れ
b
f

事
件
を
↓
ー
が
か
り
仁
l

〕
て
隠
れ
た
絞
主
若
手
込
つ
け
、

2
L
H
一

J

い
少
リ
i
A

斗

d
y
ツ
ノ
匂

二
I

〆
は
、
非
前
に
三
更
で
あ
る

い
か
に
良
い
剖
ば
で
あ
っ
て
も
、
山
批
乞
芸
タ
一
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
ヨ
お
い
帰
寸

目
、
】
、

品人
N

J

-

じ
ぶ
と
幹
刊
で
は
、
「
永
山
に
内
暴
力
が
発

i
〕
た
鳩
山
円
、
油
の
折
州
刑
+
の
犯
罪
が
行
介
忙
す
る
4
J
む
か
を
刈
A
H
す
る
義
務
を
灯
、
つ

と
い
う
日
文
の
規
J

去
を
設
け
る
べ

tk
で
あ
る
。
他
力
犯
出
の
発
生
可
能
比
一
を
検
刊
す
ム
で
よ
に

E
り、

話
れ
た
被
告
お
い
川
付
寸
る
援
助
、

円
仙
川
井
の
ベ
丁
印
刷
発
下
、
不
垣
内
恋
心
の
川
汁
発
の
予
防
苛
が
円
能
に
な
り
、
被
古
高
い
対
C
F
る
保
護
・
支
援
の
効
果
幸
一
品
川
町
る
こ
t
t
M
r

一じき

る
と
期
待
戸
れ
る
u

ま
た
、
戸
川
L
E
に
お
い
て
は
、
児
童
九
円
待
の
続
出
を
直
長
巨
符
や
受
け
た
海
合
だ
げ
で
は
な
く
、

U
木
の

3
1
h
J
U

ー
い
の
児
巾
虐
待
の
J
4

応
義
手
参
考
に
し
、

円
歪
が
内
[
い
い
ハ
づ
る
{
不
足
に
お
げ
る
託
料
者
に
対
寸
ゐ
暴
り
に
ま
で
い
抜
八
寸
る

2
2
K
で、

法
律
を

改
正
J
q
ベ
」
こ
に
あ
る
と
等
、
子
コ
れ
る
…

家
庭
内
宗
一
川
の
被
い
で
首
公
乞
似
説
"
支
一
い
す
る
際
、
関
係
機
関
の
協
々
が
不
可
欠
じ
あ
る
こ
と
は
い
ろ
ま
で
も
な
い
勺

υ本
と
曲
F
M
川ご

は
、
同
一
一
怜
撚
間
約
揚
力
が
位
浮
で
町
一
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
オ
、
ハ
日
開
州
問
の
聞
き
以
り
川
同
人
口
で
は
協
力

M
Y
R掃
に
ト
J

わ
れ
て
い

円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

5
 

M
害
者
の
支
援
に
こ
う
て
有
効
な
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
い
J

で
き
る
で
あ
ろ
う
、
日n

d
 

p
h
 

山手人4
 

UP 

ヘ
ム
け

L
F
K
I
L
l
さ
れ
こ
バ
る
J

J

T

っ
と
、

ゲ
リ
ー
ン
ブ
ノ
ク
政
策
を
一
主
考
に
、

日
4
・
韓
国
に
お
い
て
も
、

家
庭
内
累
々
の
阪
苫
者

キ
ヰ
俊
宇
乙
際
悶
の
協
刀
ゃ
内
科
長
制
度
化
す
べ
手
で
あ
る
一

殺
一
円
支
援
に
関
係
す
る
高
機
関
は
、
不
佐
川
口
訴
力
が
発
d

u

た
際
、

そ
の
円
い
的

'm一
念
の
出
追
を
超
え
て
、

r以

Z
H引
の
が
省
内
・
援
助
キ
長
短
先
に
し
て
司
到
し
ι

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

U

そ
の
際
、
斗
俄
河
が

手
Jm
き
き
る
絞

的
士
基
準
を
定
め
る

p

-

と
に
よ
り
、

次
杭
で
は
、
本
一
稲
で
十
分
に
恥
り
批
わ
な
か
円
と
円
本
の
N
V
況
を
検
討
す
る

2 

制
主
T
v

ヰ
子
/
均
-
れ
一
宇
土
/
向
日
惜
別
ト
六
『
除
夜
的
主
誌
の
人
別
E
u
Fぃ
川
主
立
、
↓
U
P
U
-
三
頁
以
下
一

川
容

D
V
Uリ
国
防
っ
判
ヒ
〆

Y

一
ド
メ
7
J
T
ノペ

l

，
ク
-
バ
イ
ト
レ
ン
マ
、
倍
以
収
」
(
府
民
出
版

ι、
一
ハ
一
ハ
八
、
一
回
山
一
、

訪
仏
1

閉山の
f

示
日
山
一
暴
力
佳
作
杭
が
人
出
v
形
成
に
と
の
ふ
う
な
影
響
4
4

及
ぼ
す
か
に
関
す
る
F
b
究
こ
と
、
南

t
成
家
伝
内
対
内
が
人
格
形

ο 

ヂャ

/ー



成
予
い
及
ぼ

j
影間一凶
L

韓
民
犯
罪
ワ
第
九
巻
目
(
一
口
二
円
?
什
家
庭
山
川
い
「
山
り
箆
川
九
十
検
が
あ
る
川
旦
、
青
小
r
年
前
非
r引にffJ、
λ
ゐ

形
智
に
却
す
司
令
升
折
弘
一
幹
〕
鉱
山
氏
一
信
社
子
第
二
L
Z
(
/
八
〉
パ
一
へ
)
、
朴
旧
日
山
/
権
制
一
ι
1
家
主
付
「
ふ
ん
粁
款
が
古
/
Y

年
の
者
行
に
及
は
F
F
V

MW

同
ゲ

'
L
l
学
研
究
第

i
を
詰
三
い
す
(
コ
一
戸
こ
等
が
あ
ァ
ー

τ一
一
朴
制
限
殺
人
犯

T
の
七
五
円
に
悶
オ
る
研
究
-
1
1
J」

F
W
同
刑
事
政
治
州
定
院
、
一
〈
〉
〈
ハ
一
一
凶
!
?
ぺ

(
に
よ
《
し
と
『
ニ

γ「
主
口
問
】
マ
メ
ヌ
【
叩
一
色
〉
Z
q
百
円
2
1
己
こ
と
〕
2
r
回
以
凶
シ
円
y
H
戸
m
u
}
に
わ
れ
り
}
i
u
ィ
ミ
ィ
『
「
己
ヌ
m
門
戸
/
ニ
ロ
シ
J
〉
目
玉

J
司
守
]
戸
J
E
コ

日》〆たツ
λ

市
内
〈
】
2
E
Z
F
5
在
日
(
)
三
へ
川
(
ど
二
)

7
)

パ
、
蒋
首
犯
罪
J
H
J
昔
、
/
、
い
h
t
し
一
円
、
法
務
ヨ
ー
犯
す
パ
白
雪
一
ぺ
一
コ
一
ヘ
、
江
、
法
務
省
「
犯
罪
判
『
一
と
一
一
一

f
t

J
Y
、
法
務
省

d

犯
罪
〕
害
心
一
一
H

九
一
九
〕

(
7
~
リ
ー
本
山
川
警
察
庁
の
悶
査
に
よ
わ
ば
、
。
(
/
一
五
年
の
》
小
児
内
「
小
り
に
凶
ー
す
る
明
γ
一
川
守
政
は
一
ペ
ヘ
八
ヘ
ハ
T
Y
¥
ふ
~
の
つ

17ん
住
出
技
者
は

一
川
九
、
立
円

ι談
者
は
九
戸
一
ハ
w
m
r
あ
っ
た
〕
二
れ
は
比
較
的
昭
一
私
つ
で
あ
る
女
性
が
私
逝
f
叫
『
非
力
の
被
官
詩
に
な
り
や
す
い
ご
と
を
示

サ
何
で
あ
ろ
う

j

」
よ
と
、
嶋
一
同
の
統
川
に
よ
れ
ば
、
妻
か
人
じ
ん
¥
円
暴
力
よ
り
卜
丈
刀
ら
芳
へ
の
暴
力
が
約
十
七
化
多
か
，
た
ο

か
す
ぶ
書
ま
庭

内
暴
刀
川
村
正
咋
ー
ー
そ
の
則
前
と
f
p
k
u
?
ン
て
事
例
』
(
4
h
出
版
社
、
一
つ
つ
ご
凶
凶
UTじ

{ハ

y
t
「
H
Z
M
E
H
V
4
4
レ
バ
マ
ロ
2
5
戸
F
〈
5
F
r
x
何

Uv
戸
内
三
ピ
史
×

vR
吋こ
R
Z
附
い
〆
「
ハ
民
門
戸
院
可
欠
点
以
~
r
E
さ
X
Fよ
さ
凶
(
し
と
-
E
)

ヘ
9
配
制
伯
斗
た
ら
の
暴
力
の
幼

ι及
川
什
被
汗
伯
f
い
保
寸
!
日
い
回
す
る
正
作
議
長
、
川
1
4
一

ErF待
日
防
忙
ド
凶
〈
4
Y
7
v
J
「
件
命
条
目
立

へ
釦
プ
バ
皮
h
勺
ω
採
力
山
川
罪
の
処
[
剖
に
潤
す
の
特
例
町
一
わ
一
条
一
仁
よ
れ
ば
、
水
晶
岡
山
氏
l
A
;
一
f
山
心
配
桝
4
4
又
は
附
問
者
で
あ
「
ノ
た
入
、
、
包
γ
J
川
、
万
ソ
人

は
配
ι納
長
の
m
=
系
山

E
q
関
係
の
F

ヘ
又
は
浩
不
卯
馬
問
一
時
で
あ
ハ
た
下
、
、
小
槌
父
F
J
L
y
，
ナ
仕
の
悶
係
正
は
摘
は
ト
y
日
γ
間
保
一
え
は
問
係
で
あ
ー
た

へ
、
じ
一
日
明
し
て
い
0
親
族
存
去
味
す
る
J

(
ι
」
ム
ナ
一
三
E
7
前
掲
注
(
7
7
一
ん
い
円
以

c

戸川
μ
一
也
一
出
家
芯
川
暴
力
仙
罰
ψ
J
心
開
寸
{
特
例
一
一
江
川
同
一
条
円
一

ご
い
)
桂

B
女
川
添
い
れ
山
部
ブ
〉
(
十
ん
九
人
一
足
内
早
川
勺
安
心
で
訓
年
(
一
ハ
ノ
一
、
I
J
)
口
五
百
ぺ

L

(
H

伴
囚
女
也
氏
E
L
-
-
引
掲
、
引
(
日
7
U
J
r
H
M
T
(

ヘ
ロ
粁
J
J
川
仙
川
〕
認
力
は
、

h
A
V

済
的
ダ
メ
ジ
を
伴
う
瓦
h
月
一
二
、
永
民
の
司
ペ
川
脅
か
パ
一
ヘ
れ
な
い
苅
八
主
代
表
的
ア
人
ご
あ
る
J

一
い
川
、
韓
E
女
色
去
恥
部
前
世
引
(
い
い
い
」
工
ア
』
UR

，;~~ ゴ
問

:)lii;、法学¥(i:i ¥2--296) ~;;2 〆201:L 7 I 



円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

ヘ
ロ
ア
メ
ソ
ケ
の
一
劫
台
は
、
調
査
方
拾
に
よ
っ
て
同
芦
か
に
さ
し
c

家
庭
川
口
恭
り
の
一
コ
%
ハ
ハ
レ
ヵ
が
立
複
合
片

L
て
い
る
ζ

日

持

た

者

結
片
山
、
己
、
主
円
)
戸
〆
話
}
ハ

Z
L
3
R
T
2
2
5
2
/
J
c
r
R
Z
m
L

同

J
r
s
L
v
C
E
4
4
ン
Z
J
3
2
(

【

2
(凶
5
2
一
)
が
あ
り
、
一
一

c
m
l一
%
と
あ
る
と

郭
山
1JP
」
hι
認
は
、
H
U

汀寸
j

刀
わ
ヲ
ヨ
↓
け
い
Z
ゴ
コ
み

H
J
2
2寸
伶

苫

2
1
問主『
J
J川司、
E
E
D
H
-司、コヨリムご
j

出

ベ

j
3
1ヴ
司
2
1プ
二
日
芸
c
r

zf庄
内
口
〉

CH河
μ
戸一二持万円
A
F目
ム
ヘ
F
r「
E
τ
z
k
p
r
r
〈

E
F
Z
E
x
h
f
p恒関口い〆
X
F区
間
刊
に
忠
二
芸
ξ

が
あ
る
こ
の
よ

7
h
本い一向日

努
力
が
立
保
持
'
4
7
今
統
計
は
、
賞
し
な
ー
が
、
少
な
く
と
も
忠
ハ
リ
ハ
J

以
出
生
し
た
で
ホ
ザ
の
う
九
心
五
百
い
一
νj
は
、
配
偶
お
暴
力
園
川
沿
主

山
恨
め
等
か
伺
汚
hι

早
川
斤

ι
h
)

が
ハ
バ
か
ふ

へ
刊
日
)
ば
一
此
刀
肌
子

r
メサ八一ノ

J
r
ク

パ

ノ

J4
〆
ン
人
と
い
-
一
日
長
侍
が
司
叫
む
立
す
る
京
む
へ
の
時
到
達
携
リ
施
策
に
つ
い
一
、
常
持
?
入
手
人

r
了
院
予
術
指
芯
戸
一
(
リ
(
川
)
へ
)
一
ヘ
」
〔
)

(
凶
~
全
段
州
ー
家
庭
内
暴
力
h
L
端
的
!
メ
匹
助
向
と
政
策
制
門
外
同
の
ウ
法
お
よ
K
J
政
伊
品
川
肘
い
す

V
心
…
一
」
韓
凶
列
事
政
渋
川
叶
吋
院
、

ハ一ハ
J

ご
刈
へ
頁

(
川
三
野
一
へ
宅
相
子
口
f
I
r

安
め
ぐ
る
卓
、
お

D
V
を
44
ち
と
い
汁
門
会
を
め
さ
}
字
、
一
一
τ
R
ζ
必
六
七

Z

一
ハ
↓
)
一
回
古
p
r
u

ヘ
幻
~
木
山
門
間
山
市
川
力
K11ハ
河
寺
山
当
局
男
女
河
に
お
け
る
い
器
刀
に
同
一
。
ヶ
リ
利
査
(
一
ロ
ロ
ハ
ヘ
rH以
l
fい
よ
れ
ば
、
配
抑
制
者
カ
ら
何
ら
か

の
ιkJず
ー
を
そ
り
て
L
た
一
-
一
番
氾

E
F
一
叩
て
い
た
と
害
、
ス
セ
ヘ
d

そ
の
が
盟
ー
を
聞
い
た
と
司
、
ろ
、
一
泡
章
一
の
心
身
ド
影
響
を

J

仁
子
ル

U
E
ぅ

L

Y

詳
、
え
れ
一
人
h
i五
付
近
く
会

U
め
る
こ
レ
に
川
一
二
¥
彬
祥
は
f
J
2

ん
な
か
コ

ι
一
」
官
う
」
答
え
た
人
は
一
割
碍
ー
で
あ
ゐ

へ
ど
プ
品
目
↓
JC/
吋口()〆
F
h
zコい
J
〆
吉
田
ン
ソ
乙
C
『)()戸間口】ハ

4h
ご問、何日
L
P
J

閃
】
ヘ
N
X
)
]
]
)

ヘ山
ωJ

八

r
泊
円
安
/
手
引
河

d

犯
罪
被
す
「
長
支
援
f
一
ン
々
!
の
足
止
政
状
止
ぴ
活
性
化
の
z
刀
法

民
円

h
山

I
同

J

一
昨
日
刑
中
此
前
研
究
院
、
↓
パ
ゴ
ニ
コ
一
一

(
引
」
ム
ナ
峻
バ
一
か
い
凡

Jm豆
七
川
い
対
j
る
竹

7
5
ス
λ

y

ト
ワ
ヲ
ク
活
民
化
の
方
町
二
府
仇
す
る
研
究
」
イ
礼
ガ
ム
法

7

、

戸
山
一
ム
b
i
h
u

一三け
/
~
J
ポ
減
少
間
引
#
プ
ド
(
刊
J
)

七
五
円
H

以
下
っ

ヘ
叩
日
)
九
一
八
悩
附
ハ
ヤ
検
察
J

仁
附

t
J
、
い
る
の
は
、
川
六
m
川
町
じ
約

t
hパ
パ
ー
で
ン
ド
を
ト
川
山
り
て
い
る
こ
の
白
人
E

口、

h

河
川

Jヰ
被
r
門
肯
定

長
円
叫
ん
セ
ン
タ
ー
ホ
ム
ベ
ジ
ヘ
丹
℃
¥
ヘ

d
3二
T
戸
一
一
三
ヘ
)
に
川
内
f

机
コ
れ
と
い
る
、
五
八
佃
町
的
犯
昨
桧
害
古
文
殺
と
ソ
J

タ
ー
の

HY州
主

確
認
し
、
州
、
仲

h
不
明
作
な
ピ
〆
タ
的
埼
ム
バ
は
電
一
」
即
日
二
碕
“
応
じ
た
結
長
て

2
7可

一r
γ
h
L尽
か
子
「
ト
メ
ス
一
ア
パ
ー
ソ
ク
パ
「
ヲ
ー
了
/
ス
の
以
マ
メ
j
カ
K
と
口
ぶ
一
一
昨
の
小
山
川
島
九

ヘV
ヘ
JN)
六

よ一

Ui--幻
A

d
-
-
j
i
i
 

一
ゾ
ハ
一
一
)
】
五
百
川
川

F可

取人法羊) fi3 (2 --2り í~1 :lS3 r2(ll':L 7 J 



ド円一

2nE山活mmm}さ(朴44高一

(
釘
)

ト
六

C
"
子ミ士

ー
同
く
く
汁
t':J;~斗

1
J
?
い
民
同
住
性
二
ニ
ヰ
吏

\~J
岩
手
色
、
一
二
主
玉
三

i__\.;_~'-
'
!
 G

州
ベ
ゴ
、
土
ユ
ベ
ハ
，
:
.
.
:
r日

主
主

K
，叶

τ
(

 

ユ~
n
'

、}
--，，) 

C-;a
llI
1

 (
ぐ
-
1
(
..::; 

:-，
 

¥J .
~
時

I阿
-;~R

1
 S
ミ
G

i-¥TlJ
'J品

l
川
)
]
，
¥."'.Im

P. 
E
r
河

A
R
TlS

，
C
r
r

寸T
.D

AUT:-"F
日

D
TTTF L

1'.(;八
L
S
Y
S
T
F
.
¥
l
 

9
 ¥γ

9
5
)
 

(日
S
A
(
;
.. ~，nl

に
&

El)¥
I.'_A

町
、

suρ
山

n
O
L
e
28. aL 

1
0
 

';;-;} 
JillK

牛
(
ぺ
日
r
口

、
(-'h!:ld

ぺ
O

U、
門

山
u
l
1
i
m
t
h

Vio!PJI("P: 
，'l'tratq.;i('sfor P，γτ

entio
)
l
 a
n
d
王
:ar1

v
!t

l
t
r
門

ぜ
惚
tirm

，
http:

/
/
w
w
w
.
m
i
n

仁
川
V

日

umn.pdll/ltnk/rlτ)
，
U1W20t叱

ノ
台
ηf2/fvpf2.s~1jd

(l
a

只
t
m
:
叶

rfipd
N
目

立
2
(
1
2
)

K
l
日

ト
S
U
jぅ
l
'
a
llute

17. 
m

 i
化
J

n
日
心

rn:EN
臥

山
K

N
A
て
!
(
)
N
A
L
EV--".U1AT1<

町
li:A¥l

，ぐfI
TE

心
R
E

刑
}
j(
)
O
K

I:.:~Tl
.-\Tr\'E f

 日
正

E
丸
入
人

A
T
l
n
!
"
[{Er

叱
)
R
f
5

 (2
川
村
)

1:'_;~.c::豆
，

1
宕

足
立

:S) 
.
 • ，

 '
 '-C[ 

l'¥.:"TT
け

て
¥1

仁
川

間
1L

U[' 
J
U
Y
T
百

TT
，E

A
J¥Tl

 F
品

TTLY
Cノ

バ
f
RT

J
n
D
t
;
F
S
 
F

久
:¥'nLY

V
T
U
1.E

N
G
-

D
E
r
叩
T
l
¥.IEYT

，
E
F
l'T
J
←T¥'1'. 

1，
ト
ト

¥
F
'¥JTli

、:¥
1
¥
]
)
(
 )1'¥ドザ

r
w

V
r
:
i
l
Y
刈('1-"

九
N

l)
C
H
I
J.Ti

 f¥J
へ
I
r
k
F
、一、

1ト
¥
r

(
可
\
S~-

C
U

Il)~.LI
刈
」
に
ト

ik
Pi 、U

C
i

¥，，1)ド
K
.¥¥…1(ト

14 

(1川
町

在
可

1
 '
京
世
思
宇
彰
恒

P
口
〉
認
が
ユ
本
法
子
盟
主
主
主
:
f
(
ぽ
朴
'
~
:
j
:
十
:
.
'
"
j

~~.i8-"_!
対
必
吉
駅
:
.
'
~
'
叶
]
早

r
~.j:!ゃなど"f;:ベ:.;-<+，，''('約千ノ

崎
吋

'j
人~，.-

ii立
+10

l' 
~
制
な
布
寸
J
句、}三六、見千六_;，:.:~

'}j.òJ
、
い
ま
剖
忠
平
与
を
ゴ

-~?_"J~ト
ヶ
古
寺
士
存
亡
コ
弘
之
今
凸
>
:
述
書

:['~J引
と
ど
~
守
な
ど

Q

斗
昨

去
xp

'/，
 

AY:)いミト-0'
'1ぎ

〈
主
同
慌
て
;
:
:..::.<-(1' 2.迂

主
ヤ

U
 

P
ユ

~.~ 

，
 :-:;') 
'

C
 

':>'1 
¥
び

l

;
~
 
)

 
小

j

"-

年
定
性

H
ドt;J

情
的
ニ
;
定
刊
こ
g
}
.
~
岡
仁
三
1
f
2
3
Z
E
F

忠
告
足
手
芝
草
:
i
K
;
:
二
〉
ー
ミ
ヘ

ル
凸

ト
援

体
本
lぷ
?
に
護
軍
豆
三
ト
口
と
¥
〉
、

<1
:._~'口>--

.
 =，

 
';Eii2! 

~'?吟J:;:士餐......J~支持与さ
ζ:)\:，~号、ぷ<:'1心.，ヨト

J
~
--2去

~_L
11 

"，
'
η
'，: 

'
子
、
中

'.:.J 
i'く

や
1荘

一
日
い
て
ム
ヤ
や
必

;<I()
j
'iJU!:":':' 

二
司
刺
草
地
主
主
区
。
三
二tt*

記
紅
広
己
;
、

'
A
-

-
.¥J C~ ><l~'I:>a泊

三
~
~
/
重
苦
年
コ
n
ト
ル
三
，
~
~
ι
ι
、こ

1}o J.
s
:
.
t
i
主
主
」
引
阪
湾
込
;
三
三
叫
子
高
ぐ
ん
子
〈

七
主
斗
J
時:主t-';，"~耳五ペ

0，-dι
J
で

め
や

も
を

沖
r

/
日

!
J

 :;:ご¥¥
S

 ~ï 
C/，'司

J
戸
、

j~
:'::~' 

E
L

 F'
as.-; 

(ペ
lunty

，
C
o
l
o
t，1flo; 

(~r，，[lon 
C
n
u
n
川
l
'
ev/

Tbrnpellti
問。

L
m
e

(ペ
I
U
T
Hy

ヲ

()fI.'go
仁

Siln
ト
1

町
山

川
C
o
じ
lty

じ
alifonl

目、
S1i

叶
a

(
ι
l
r
iJ 
C
o
u
n
凶
，
じ

liforniu'
clll

c1 
S
t
，

 1υ
リ
is

(
心

m
t
y

ラ
IVliS

'S0
lJri

¥:--'込、埼

l'l
n

心
f，E

E
N
臥

M
以

NA--:'[f)NAf
，
E
¥
-
λ
τ
l
I
A
T
1
(
l
:
¥
 T
l
パス

1，
su

j>η
川

町
民

日
2

川
九

1:'_i~'.c::豆，
1

右
手

コ
:5') 

.
'
1
~
主E

(
~
 



円l偶昌広 J)• ~iピ宣虐待ぷ害ι のf矛"込

ヘ認(川、(
乙
門
戸
羽
弘
、
見
シ
↓
ヌ
〉
ヲ
h
(
H
P
W右
U)

(
釘
一
円
江
い
ん
5
7
円
r
F
R
M
m貯

J
戸
一
己
申
シ
z
z
h
円
J
沼(ニ
l
「
レ
聞
い
完
ン
』
阿
久
d
k
h
v
y
H
d
で
L
町内H7RMhυ山に】

町]ん〉《
h

ア
『
l
γ
ι
【
〉
コ
C
X
2
J
印

O
d
-
-
士
注
目
日
「
】
一
回
(
王
山
シ
バ
〆
I
U
∞
(
凶
(
X
)
A
)
)

比
一
一
J
E
C冗
Z
-
z
E
二次
Z
J
T
岩
一
戸
}
山
4
v
C
L
己
主
χ
「
7
C
ゲ
玉
、
一
三
コ
三
月
日
目
J
三
日
目

へ
位
)

L

F

内
己
矢
)

日

例

え

ば

h
p
ん
E
m
h
一
」
問
機
関
が
h
明
記
亙
刀
、
り
得
た
出
ヰ
ガ
h
l
d
山
↑
7

る
悟
説
を
わ
V
桜
一
V
U
1
4
保
持
川
悶
レ
一
九
有
」
一
ゐ
机
叫
ん
口
、
児
一
一
軍
除
議
と
叶
説
的
手
女

λ

引
を
惟
却
す
き
と
こ
の
パ
プ
〆
人
々
一
Y

〈
ノ
シ
川
区
内
刊
J
町
一
'
け
J
f
ん
v
o

一
〕
の
よ
λ
ー
な
何
也
に
よ
リ
勺
什
山
町
、
闘
は
4
1
J
司
土
台
に
山
叫
判
的
な
か
弱
で
忠
之
j
o

一
パ
ヨ
}
A
E
C
Z
2
2
-
三
一
七
十
〈
Z
一
-
2
v
一
ロ
♂
〆
亡
/
一
}
c
d
}
J
-
戸
}
J予
定
(
見

R
2
エ
ご
ニ
〉
宍
一
)
3
3
4
M
一
三
一
{
ご
λ

才
一
三
一
/
R
E
(
ば
宗
)
日
)

(
に
い
J
出
附
勺
帆
子
v
別
対
一
J
(
日
目
)
↓
ニ
R
r
υ

ヘ
川
山
一
}
工
で
A
U
T子
T
Z
一
d
玉
、
タ
Z
J
一
七
Z
J
一
r
r
f
ご
三
三
/
}
て
5
-
ミ
T
こ
一
A
司
令
ロ
ョ
…
一
件
。
っ

{
訂
川
協
は
い
子
域
活
的
色
域
で
の
暴
力
は
反
害
百
か
3

何
者
止
す
つ
の
刀
」
~
ン
乙
リ
ノ
ス
ト
一
同
行
I
4
2
F
h
u
一
(
ぺ
一
)
ハ
コ
一
山
町
、
r
u
rれ
州

t

で
で
、
わ
か
る
D
t
v
波
六
長
へ
の
浬
併
レ
土
涯
(
明
ア
↓
富
山
一
ヘ
ノ
一
、
〉
九
)
J
J
E
C

へ
い
ヰ
任
人
立
区
D
V
山
際
議
所
へ
、
じ
い
t
v
に
さ
ら
F
仁
川
一
F
Q
L
J
ど
も
に
ち
抗
日
正
守
子
工
に
の

M
苧
{
九
五
山
際
誌
に
及
ぼ
す
医
師
甘
「

皿
一
ア
バ
共
生
J
t
、
/
タ
l
、
ハ
ノ
心
阿
〕
一
」
?
に

凶
E
T
t
E
工
Z
E
王
寺
〆
Z
〉
一
色
V
Z
と
ロ
イ
ユ
ご
い
一
ズ
ザ
/
凶
ヤ
ム
ど
ア
託
色
、
J
N
ニ
5
5
-
w
u
m
戸
川
大
)

y入門〆ヲムミ
i

ス
(
ス
」
Z
L
N
A
F
〉
]
兇
}
b
c
t
コ
町
]
(
)
マ
J
Z
χ
一
一
v
J
出
『
【
L
ニ
ヌ
マ
一
山
河
口
X白
川

門
小
山
門
ソ
L
C
沼
山
】
T
I
}ど
-
T
4
4
b
C
寸
CFh戸
Y
究

〉

'
x
z
m
{
三
戸
シ
-
z

h
r
2
T
J
】
E
R
H
J
~
何
万
刊
己
-
C
7
J
山
忙
宍
一
円
〈
与
臣
、
r
h
M
F
』
J
ヘ
レ
υ
ι
ヒ

(「か山HJUVヨホ

リ
山
口
一
三
円
υ
除
己
目
ー
ド
r
p
ζ
h
k
E
ペ
ニ
ト
主
ペ
ロ

「
P
P
F
T〆
v
r
c
p
w
m
K
ペ
ア
い
ご
~
、
一
同
心
P
K
F
〔
込
む
さ
x
c
f
z
-
Z
N
b
ト
足
Z
M
E
F
N
J
件
、
5
5
5
h凡
人

L
E
誌
と
¥
〔
r
E
W
刊
誌
対
同
之
さ
ベ
三
山
「
2
5

4
1
さ
r
H
Z
R
己
〈
一
口
Z
P
J
l
U
(
民
主
ζ

山
中
山
淑
一
な
廷
内
暴
h
リ
ζ
児
玉
出
仁
引
け
の
戸
主
悦
ヘ
也
生
こ
持
活
し
九
一
川
刈
村
会
沼
付
況
机
え
お
荷
の
経
験

に
悶
す
る
研
究
段
回
目
A

お
い
仙
川
す
り
了
、
一
f
〕
一
一
、
八
凡
氏
一
に
再
山
市
L

(

司

〈
T
同
心
"
は
「
京
区
訴
1
J
U
川
町
円
前

τ斗

I
杭
き
よ
り
川
〕
陵
介
入
り
伐
研
究
F
(
梓
川
市
事
政
取
研
L
ん
向
、
わ
一
行
(
}

I
P
小
庭
内
暴

h
f一泡ム一
EZ

戸
什
ー
の
f
m
慌
払
い
一
千
こ
民
連
l
h
凶
円
引
去
何
什
岐
川
一
山
実
務
症
の
経
検
問
す
る
凶
完

)
、
人
公
民
叫

料
同
七
五-

f可
1'1l. 六
写 H

仰

心一、
i;;!( 

取人法羊)fi3 (2 --2り 9~1 :lS日 r2(ll':L7 J 



ヘ

辺

被

港

町

日

首

取

i

史
千

μt
一円
J
V
が
PJ
と
も
に
つ
え
る
彩
響
と
P
士
市
町
あ
H

去
に
行
い
す
る
一
考
察
」
十
人
口
郡
平
院
大
ワ
人
同
門
部
研
究
紀
V(

へ
一
〔
一
一
〉
七
~
↓
一
し
叫
貝
、

(刀
J

法
務
総
九
日
明
4
T
附

州

究

印

判

Iumc
配
同
討
暴
心
及
び
児
卒
虐
A
h
に
阿
す
る
稔
合
山
川
叱
-

r

↓
〉
コ
一
八
〕
一
一

ft
」ア以

l

こ
の

報
告
止
↑
の
熟
内
与
詞
再
結
果
市
(
町
刊
は
f
器
心
一
官
?
で
u
k
培
、
ご
は
、
配
仙
!
ム
十
日
赤
力
的
中
で
川
叶
じ

C
い
る
氾
亙
」
垣
待
に
つ
い
「
引
行
号
心
お
ど
る

こ
と
ご
、
配
伺
若
暴
力
と
氾
主
一
虐
沖
刊
と
の
民
係
の
浪
芸
、
以
戸
叫
hAV
九
九
州
!
と
そ
の
伎
の
ぶ
川
九
日
行
引
と
の
即
日
連
也
、
あ
る
L
は
、
配
偶
若
暴
力
と

児
百
円
件
が
り
立
行
じ
て
行
、
つ
加
古
告
の
川
吐
l
b
寸
に
つ
い
て
正
司
船
汁
や
お
れ
け
折
田
市
を
U
F
f
1
1
f
l
一

へ
つ
山
)
川
一
掃
則
己
/
点
一
致
長
千
九
A
H
u…
抵
正
(
一
三
一
一
h

八八八以内。

寸
川
被
ヰ
告
を
え
長
伝
説
1
る
ナ
J

め
の
悶
一
一
怜
脈
問
問
の
協
万
九
ア
f

小
ト
ヘ
刀
に
あ
る

r
E
を
計
指
し
、
関
係
機
関
の
凶
ド
ペ
お
よ
び
辿
扶
ま
殆
訓
し
だ

議
士
川
、
九
六
八
世
/
九
持
答
一
弐
間
凶
体
に
よ
る
犯
祥
妓
山
者
支
ヰ
~
の
川
品
川
と
忌
切
L

淀
吾
妻
ぃ
学
吋
究

HT

ム
古
川
端
一
勺
二
づ
一
、
一
一
)
八

?
〕
員
会
以
伏
氏
同
被
拝
語
文
長
組
織
と
藍
一
目
指
の
協
力
乃
ら
正
一
被
害
者
子
山

rAin-
市
川
米
〕
仲
宗
門
ハ
二

C
C
一
ハ
)
川
一
一
一
)
頁
川
九
十
、
同
八
栄

悦

犯

J

F

彼
答
今
ユ
門
戸
れ
誌
以
内
対
半
恥
J
h
h
L刀
?
山
刑
L
2
J

此
昌
一
本
叫
冗
品
八
?
?
ψ
E
f
一
口
、
リ
七

J

、い一一

λ
以
以
下
、
金
梓
山
口
卯
罪
被
宝
い

軒
以
喜
一
日
の
人
一
め
の
何
人
f

民
品
領
域
河
の
喝
心
体
制
川
事
政
策
消
忌
詰
)
詮
(
一
つ
つ
仁
一
凶
白
R
U
下
当
が
あ
る
ι

{
町
市
柏
山
両
阿
南
ー
九
日
ド
パ
ス
フ
ノ

y
ク
4

円
イ
オ
レ
ユ
ヌ
の
防
什
及
び
い
れ
z
k
f
m防
長
e
L
人
民
の
た
め
の
基
本
副
附
」
ヘ
ハ

Jot--
一ドハ

ヘ
町
全
智
で
/
へ
J

民

泊

別

措

門

(

日

)

ー

は

か

ら

一

ニ

ハ
h
ハ

へ
印
有
馬
健
一
配
偶
者
止
に
の
単
力
ヘ
の
迫
切
な
汁
忠
一
技
命
日
明
光
人
ひ
じ
一
号
二
一

γ
〉

)

』

百

(

一

ヘー…
J

犯
花
子
慌
山
手
品
す
等
給
打
円
余
の
支
給
与
に
よ
ム
匂
川
柑
被

3
4下
等
の
記
長
に
山
川
ー
す
る
リ
舟
ハ
ヘ
圭
一
一
条
川

C
は
警
訴
す
い
部
文
等
は
、
川
正
械
工
音
寺

い
γ
刻
捻
防
同
件
の
わ
本
め
ハ
応
ド
J必
安
な
山
辺
に
お
、
v

て
、
は

J
R殺
宇

I
6
れ
い
午
刻
日
扶
助
同
体
に
だ

1
、
氾
罪
括
主
-fρ
刊
さ
の
村
去
を
持
て
、
心
弘
法
犯

耳
抗
、

πuガ
マ
の
情
誌
か
一
知
弘
j
f
v
F
}
と
が
で
さ
ろ
と
定
的
ぐ
い

ωc

戸
川
ワ
〈
u
b

仙
川
伺
i

d

糸
川
市
「
暴
力
端
山
経
駁
h
v
M
+一
言
内
心
忍
白
川
吋
会
直
h
U

ド
い
及
ぼ
す
影
郎
刊
に
鳴
す
P
Q
r
F
η

一
j'一千
T
、
」
一
(
一
九
一
(
)
凶
山
口
以

I
J

ヘ
山
山
)
内
田
川
川

1
配
偶
背
か
り
の
い
恭
々
の
防
オ
位
ぴ
彼
hL
門
者
の
一
供
、
山
hw
た
め
の
リ
胤
策
に
問
可
る
芸
本
間
企

h
t
一
戸
、
ノ
ロ
凶
)
八
JUT
ぃ

，;~~ ゴ
問

:)lii;、法学¥(i:i¥2-3(0) ~;;n 〆201:L 7 I 


